
 - 145 -

 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 定 例 会 

 

令和４年１２月９日（金曜日） 

 

 

◎ 出欠席議員氏名 

 

     漆  山  光  春  議長       細  矢  誓  子  副議長 

 

出 席 議 員（１３名） 
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１３番 漆 山 光 春 議員   

 

欠 席 議 員（０名） 
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政 策 推 進 監 兼 
企 画 財 政 課 長 
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 今 部 憲 治 税 務 町 民 課 長  矢 作   勲 健 康 福 祉 課 長 

 宇 野   勝 
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農業委員会事務局長  軽 部 広 文 商 工 観 光 課 長 

 須 藤 俊 一 都 市 整 備 課 長  岸   康 彦 上 下 水 道 課 長 

 田 川 美和子 
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会 計 課 長  秋 場 弘 昭 学 校 教 育 課 長 

 日下部 敦 子 生 涯 学 習 課 長   
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◎ 議 事 日 程 
 

令和４年１２月９日（金） 午前９時開議 

 

 議事日程第４号 

   日程第１   議案の審議、採決 

     議第７７号  令和４年度河北町一般会計第７回補正予算の専決処分について 

     議第９０号  損害賠償の額の決定について 

     議第７８号  令和４年度河北町一般会計第８回補正予算について 

     議第７９号  令和４年度河北町国民健康保険特別会計第２回補正予算について 

     議第８０号  令和４年度河北町農業集落排水事業特別会計第１回補正予算について 

     議第８１号  令和４年度河北町公共下水道事業特別会計第２回補正予算について 

     議第８２号  令和４年度河北町介護保険特別会計第２回補正予算について 

     議第８３号  河北町路線バスの設置及び管理等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

     議第８４号  河北町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第８５号  河北町職員の定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の設定 

            について 

     議第８６号  河北町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第８７号  河北町町税条例の一部を改正する条例の制定について 

     議第８８号  河北町火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について 

     議員発議第６号  河北町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

   日程第２   請願付託案件の常任委員長報告、採決 

   日程第３   議員の派遣 

   日程第４   閉会中の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する調査の許可 

 追加議事日程第１号 

   日程第１   議案の上程 

     議第９２号  令和４年度河北町一般会計第９回補正予算について 

     議第９３号  令和４年度河北町国民健康保険特別会計第３回補正予算について 

     議第９４号  令和４年度河北町農業集落排水事業特別会計第２回補正予算について 

     議第９５号  令和４年度河北町公共下水道事業特別会計第３回補正予算について 

     議第９６号  令和４年度河北町介護保険特別会計第３回補正予算について 

     議第９７号  令和４年度河北町水道事業会計第１回補正予算について 

     議第９８号  河北町特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

     議第９９号  河北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

   日程第２   提案理由の説明 
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   日程第３   議案の審議、採決 

     議第９８号  河北町特別職に属する者の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定 

            について 

     議第９９号  河北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

            て 

     議第９２号  令和４年度河北町一般会計第９回補正予算について 

     議第９３号  令和４年度河北町国民健康保険特別会計第３回補正予算について 

     議第９４号  令和４年度河北町農業集落排水事業特別会計第２回補正予算について 

     議第９５号  令和４年度河北町公共下水道事業特別会計第３回補正予算について 

     議第９６号  令和４年度河北町介護保険特別会計第３回補正予算について 

     議第９７号  令和４年度河北町水道事業会計第１回補正予算について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第４号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員はありません。 

   ただいまの出席議員数は13名であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の

会議を開きます。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○漆山光春議長 日程第１、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   議案が事前に配付されておりますので、審

議の際の議案の朗読は省略したいと思います。

これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   最初に、議第77号令和４年度河北町一般会

計第７回補正予算の専決処分についてを議題

とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （10番の通告あり） 

   それでは、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） この議案は、10月25

日付で専決されて既に執行されておりますけ

れども、家計急変世帯の状況について質疑い

たします。 

   仕事がなくなった人などがこういったこと

に該当するのではないかなと思うんですけれ

ども、そうでなくて、事業者などでも大変ご

苦労なさっている方なんかも該当すると思う

んですけれども、どのぐらいの現時点までの

その申入れがあるのかですね。なおかつ、そ

ういった方々へのお知らせといいますか、方

法としてどんな手だてをされているかについ

て、お聞きしたいと思います。 

   以上、お聞きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 この家計急変世帯、これ

は令和４年度電気・ガス・食料品等価格高騰
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緊急支援給付事業に関するものでありますが、

同一世帯に属する者全員が新型コロナウイル

ス感染症の影響を受けて、令和４年１月以降

の家計が急変し、令和４年度分の市町村民税

均等割が非課税となる水準に相当すると認め

られた世帯に対し、給付を行うというふうな

内容でございますが、現在のところ、見込み

としては約10世帯ぐらいを見ておれば十分で

はないかと。過去の例から見まして、大体そ

の程度を見ていれば十分なのではないかとい

うふうなことで、この全体の中では10世帯分、

予算のほうを計上させていただいておるとこ

ろでございますが、まずはホームページによ

るお知らせですとか、あと広報等になるかと

思います。 

   なかなかその人たちに伝わりづらいという

ふうなことはあるんですが、やはりその方が

誰かというふうなことを我々も特定するとい

うふうなことはなかなかできかねないという

か、不可能というふうな状態でございますの

で、そこは情報をこちらからまめにお出しす

ることによって、手を挙げていただくという

ふうなことになるかというふうに思っており

ます。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 10月15日に専決され

て、既に諸手続とかお知らせ等もされている

わけですけれども、現段階でどのぐらいのそ

の申請があるのかということについてお聞き

したんですけれども、いかがでしょうか。 

   さらに、令和４年中に仕事をなくして、収

入が全く途絶えた期間があったというような

１か月があったら該当するということでもあ

ろうと思うんですけれども、具体的には、そ

ういったこと、心当たりある人は、役場の健

康福祉課に相談に来ればいいのかどうか。こ

のことについても、何件か、あと相談する窓

口はどこかについてお聞きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 この給付金の内容につい

ては、11月15日号の広報に掲載された内容で

ございまして、現在のところそれに該当する

に当たる、該当する方としては、現時点では

２件でございます。 

   相談窓口でございますが、健康福祉課の社

会福祉係のほうにお願いしたいというふうに

思います。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 

   せっかくあるつくった制度ですので、本当

にコロナ関連などで仕事なくしたなどという

方は、非常に苦慮されていると思うので、１

世帯当たり５万円も非常に大きな役割を果た

すと思うので、しっかり制度の趣旨にのっと

って利用されるということを望んで、質疑を

終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第77号令和４年度河北町一般会

計第７回補正予算の専決処分については、原

案のとおり承認することに決定しました。 

○漆山光春議長 次に、議事の都合上、令和４年

度河北町一般会計第８回補正予算に関する議

案について先議します。 

   議第90号損害賠償の額の決定についてを議

題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 
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   「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 おはようございます。 

   議第90号損害賠償の額の決定についてご説

明申し上げます。 

   令和４年７月25日、溝延地内の町道吉原置

揚線で草刈り及び除草剤散布作業中、町道南

側の水田に除草剤が飛散し、収穫した米の品

質等級が下がり販売額が減少したことから、

被害に遭われた相手方と協議を進め、このた

び示談が成立したので、河北町在住の損害賠

償請求者に対し、55万6,565円を支払うもの

です。 

   日頃から道路維持作業の業務管理などに十

分注意するよう喚起しておりますが、今後に

おきましてこうしたことが起きないよう、よ

り一層の注意を払うようしてまいります。 

   以上、よろしくご審議を賜りご可決くださ

いますようお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （10番、11番の通告あり） 

   それでは、「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 議第90号につきまし

て、質疑いたします。 

   農作物被害として55万円余りという金額、

なかなか大きな金額かなと思います。もう少

し作目など説明いただければというように思

います。 

   以上、質疑します。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 具体的な内容でござい

ますけれども、先ほど説明した日時におきま

して、町のほうの維持作業中に農薬、実際は

バスターというような農薬でございましたけ

れども、それを希釈した中で、それを町道の

ほうの草刈り作業後に一部、機械刈りでの除

草ができなかった場所について農薬を散布す

るというような作業をしておりました。 

   そうした中で、一部、そこのほうの手刈り

の部分まで及んだ農薬が飛散してしまったと

いう部分が、当日は午後からその作業を進め

たようでございます。そうした中で、その農

薬が気化して、風向きによって町道南側のほ

うへその農薬が飛散し、被害が高じたという

ようなことです。 

   被害を高じた耕作面積でございますけれど

も、耕作者が該当するその飛散した米への被

害が関係者が２名ございまして、一人の耕作

者のほうはつや姫、耕作面積が95.7アール、

もう一人の耕作者はひとめぼれでございまし

て、耕作面積が59.2アールというようなこと

でございました。 

   とりわけ、今回つや姫の部分が今回の損害

賠償のほうに当たる部分なんですけれども、

つや姫の部分が特産米でのブランド米という

ような流通の中で、結果的に収穫後の品質確

認をした中で、農協さんなどともいろいろ確

認を進めた中でしたわけですけれども、特産

米の扱いにはならなかったというようなこと

から、実費に関わる損失の部分を計上させて

いただいた中で、今回の示談金に至ったとい

うような内容でございます。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 質疑終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります 

   次に、「11番石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 今の質問、今の説明、

今の説明で大体分かりました。 

   資料もタブレットで配付はなっていたわけ

ですけれども、この２名のうち、特栽培米と

いうことでつや姫、普通つや姫だと、圃場に

は普通は何を栽培しているか、特栽米を栽培

している、多分そういうのがあるはずなんで

すけれども、そういう確認はなされずに散布
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されたんだと思います。 

   散布場所と圃場が大分離れているので、そ

こら辺の確認まではできなかったんだろうと

思いますが、先ほどの説明だと午後からの散

布だということでした。あそこら辺は、午前

11時頃になると北風が吹いて、結構強い風が

吹くということは耕作者なら大体分かってい

るはずですので、除草作業に当たった作業員

の方が、毎年やっているとすれば、そこら辺

の風の強さとかも分かっているはずだと思い

ますが、そこら辺の指導等は、指導なんかは

行われなかったのか、お伺いしたいと思いま

す。 

   つや姫、特栽培米ということでの損害賠償

ですが、特栽米については、農薬とか肥料と

か制限回数ありまして、そこら辺で該当にな

らなかったんだろうと思います。バスターに

ついては、農薬登録になっておりますので、

ひとめぼれについてはその品種としての流通

はできたんだろうと思いますけれども、つや

姫については、特栽培米ということのくくり

の中で、該当にならなかったんだろうと思い

ます。 

   結構大きな面積でありますので、この配付

された写真を見ると、圃場の持ち主は結構き

れいに除草作業はやって、畦畔の除草作業を

やっていたわけですが、この道路幅、６メー

トルもあると思います。除草作業をやってい

るところはきれいに枯れていますが、写真上

ではきれいに枯れているんですけれども、い

や何で６メートルも飛んだのかなと。随分大

きな動力散布機でやったのか、それともすご

い動噴でやったのか。あるいは今、普通農家

は飛散防止カバーをつけてやっているんです

が、そこら辺までの指導はなかったのか、お

伺いしたいと思います。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 まず、作業員につきま

しては、常日頃から町道、農地に隣接してい

るような作業もしておりましたが、当日、午

後から特に強風が吹いたというようなことで、

注意を払いながらという部分は常日頃からや

っているわけですけれども、ちょっと通常に

ない事象が起きてしまったと。注意のほうが

ちょっと怠った部分は否めない部分はありま

すけれども、今後、そこの部分は十分しっか

り対応しながらという部分で、特に配慮をし

ながら、農地のほうの特産米の周辺に及ぶよ

うなそういった作業の部分は注意するように

ということで、事故が発生した以降について

も徹底してその辺は周知を図らせていただき

ました。 

   なぜ飛んだのかという部分なんですけれど

も、やはり想定していた以上に風が強くて、

道路幅は広いんですけれども、カバーもした

中での噴霧機でございましたけれども、結果

的に飛んでしまったというふうなことであり

ます。 

   特栽米というようなことでの流通が通常の

中ですけれども、今回は、出荷基準の不適合

米の１級というようなことで、結果的に品質

管理のほうを農協さんのほうでも確認してい

ただいた中で、そういった流通になってしま

ったと、その部分の損失分だというようなこ

とになります。 

○漆山光春議長 「石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 今後とも注意してや

っていただきたいと思いますが、あそこの北

側については、資材が結構置いてあります。

そこも町の管理ということになっていて、そ

ういう資材置場の除草ということでやられた

んだと思いますが、あそこは春とか秋とか、

結構草が繁茂したり、ヨシが繁茂したりして

おります。例年気をつけてやっておられるん

だろうと思いますが、今回初めてということ

でよろしいでしょうか。 
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○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 今回該当する吉原置揚

線につきましては、例年、８月を前にして、

ちょうどいい時期を見計らいながらやってお

ります。今後とも、十分注意しながら、例年

の維持管理に努めさせていただきたいと思い

ます。 

○漆山光春議長 「石垣光洋議員」 

○11番（石垣光洋議員） 終わります。 

○漆山光春議長 以上で11番石垣光洋議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第90号損害賠償の額の決定につ

いては、原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第78号令和４年度河北

町一般会計第８回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （１番、２番、３番、４番、５番、７番、

９番、10番、12番の通告あり） 

   １番、２番、３番、４番、５番、７番、９

番、10番、12番、落ちありませんか。 

   確認します。 

   １番、２番、３番、４番、５番、７番、９

番、10番、12番、落ちありませんか。 

   それでは、「１番岡田桂司議員」 

○１番（岡田桂司議員） １点、お聞きしたいな

と思います。 

   ６款１項６目の田んぼダムの効果検証事業

に備えて…… 

○漆山光春議長 岡田議員、マイク近づけてくだ

さい。 

○１番（岡田桂司議員） ということで出ており

ますが、槙川流域の実証圃場への排水口、ま

たはその畦畔補強事業と出ております。どの

くらいの広さでのなのか、あと排水口は、コ

ンクリート製とか様々な製品があるわけです

けれども、どのようなものを使うのかなとい

うことですね。 

   あと、その畦畔が大体基盤整備の後ですと、

田んぼダム１枚であれば、結構な幅とそれか

ら高さがあると思います。どんな補強するの

かも教えていただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 こ

の実証実験につきましては、約７ヘクタール

の圃場が２か所、合わせて14ヘクタールちょ

っとになるわけですけれども、そういった広

さ的にはなります。その２か所で比べていく

というような内容でございます。 

   排水口の形状、構造でありますけれども、

今のところはコンクリート製のものを想定し

てございます。 

   また、畦畔の補強というところでございま

すけれども、コンクリート製のものを埋設し

ていくわけですけれども、その先に排水路ま

での塩ビ管でつなぐわけですので、そこら辺

の補強というところの想定でございます。 

○漆山光春議長 「岡田桂司議員」 

○１番（岡田桂司議員） そうすると、畦畔の補

強というのは、排水口の周りという意味で捉

えてもよろしいんですか。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 現

段階でそのとおりでございます。 

○漆山光春議長 「岡田桂司議員」 
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○１番（岡田桂司議員） 圃場、やっていたら、

その現場を一度見たいなと思っています。ひ

とつよろしくお願いします。 

○漆山光春議長 以上で１番岡田桂司議員の質疑

を終わります。 

   次に、「２番齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） ２点、質疑させていただ

きます。 

   １点目ですけれども、28、29ページ、商工

費になります。 

   各款にわたって、需用費の中で水光熱費、

光熱水費、増額をしておりますけれども、商

工施設と、産業振興センター費に置いていま

すけれども、同じようにどんがホールですね。

ここの光水熱費が抜けているといいますか、

管理、どういった経過で今回載らなかったの

か。結構あそこも電気を使っているかと思う

んですけれども、こういった今回補正に載ら

なかった経過についてお聞きします。 

   あと２点目ですけれども、同じページの28、

29、８款１項１目の、先ほど質疑ありました

賠償金の問題。賠償金に関しては、しようが

ないと思います。私も議員やって、初めての

こういった賠償というね、それで先ほどの中

でも、今後より一層の注意を払って作業をし

たいということだけでしたけれども、やはり

こういったことは二度とあってはならないこ

とだと思うんですね。ですから、そのための

明確な再発防止策、ここではっきり答えてい

ただきたいと思います。 

   以上２点、お願いします。 

○漆山光春議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 28、29ページ、７款１

項５目商工施設費ということで、需用費、産

業振興センター費の光熱水費でございます。 

   こちらのほうは、管理を商工会のほうに業

務委託をしておるところでございます。光熱

水費につきましては、町のほうで直接お支払

いしているということで、高騰に伴いました

増額とさせていただいたところでございます。 

   ご質問ございましたどんがホールにつきま

しては、年度協定に基づきまして、指定管理

料ということでこちらのほうで支出しており

ます。高騰した部分も含めて、今年度の指定

管理料の中で、足りるか足りないかというと

ころを精査した上で、判断させていただいた

ところでございます。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 作業については、十分

徹底を図り、そういったことのないようにと

いうようなことでは当然今後も進めるわけで

すけれども、明確な再発防止というような部

分では、先ほど私申し上げさせていただきま

したけれども、今回、農薬の散布が午後から

の作業というようなことで、気化がしてしま

ったというようなこともあります。農家の

方々も、できるだけそういった農薬の散布を、

まずは風があまり強くない時期、あるいはで

きるだけそういうものが発生するのは午後か

らだというようなことなども教えていただい

た部分もございました。 

   そうしたことから、作業に従事する職員に

つきましては、できるだけ早い時期、午前中

作業とかですね。そういった中で、十分な配

慮を進めた中でそういった除草そのものの作

業は進めなければいけないものですので、そ

の辺の注意を図りながらということで、さら

に徹底を図らせていただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） １点目ですけれども、指

定管理料の範囲内だという判断でしたけれど

も、私聞いた範囲ではかなり厳しい、状況的

に。しかも、まだこれから１月、２月、３月、

３か月あるわけですから、明らかに私は足り

なくなると思うんですけれどもね。 

   多分予想した指定管理者側からも、そうい
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った要求というか、そういうのがあったはず

ですけれども、その辺の経過はいかがなんで

しょうか。 

   それから、２点目ですけれども、できるだ

け風のないとか、そういうことはあるんです

が、そういったことをきちっと作業標準とい

いますか、除草する際のその作業仕様書みた

いな中にしっかりと書き込んで、起こらない

ようにしていく必要があると思いますが、ど

ういうふうにやるつもりでしょうか。 

○漆山光春議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 どんがホールの光熱水

費についてでございますが、この予算を私ど

ものほうで計上させていただいた時点はこの

ような状況でございましたが、先日、どんが

ホールのほうから、光熱水費のことについて

のご相談を受けたばかりでございます。今後

の見通しも含めまして、協議を進めてまいり

たいと思っております。 

○漆山光春議長 「須藤都市整備課長」 

○須藤俊一都市整備課長 道路維持の作業仕様と

いいますか、そういった農薬散布のみならず、

いろいろな注意事項がございます。そうした

ものを改めて精査した中で、作業に従事させ

ていただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「齋藤隆議員」 

○２番（齋藤隆議員） １点目ですけれども、恐

らく足りなくなるのは目に見えていると思い

ますので、しっかりとその辺の今後の対応と

いうことでお願いしたいと思います。 

   それから、２点目については、しっかりと

やはり今回の教訓を生かして、二度とないよ

うにということを申し上げまして、終わりま

す。 

○漆山光春議長 以上で２番齋藤隆議員の質疑を

終わります。 

   次に、「３番槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） ２点お尋ねをいたします。 

   15ページ、２款１項９目のまちづくり推進

事業費の地域振興総合交付金が大幅に減額補

正されております。恐らく新型コロナに伴う

地域の活動の減少というものかなと思います

が、特に加算事業等について、そういったと

ころの傾向について、具体的に大幅減額につ

いての状況についてお知らせを願いたいと思

います。 

   あと、42ページに、職員の級別職員数につ

いて書かれております。12月１日現在で、一

般行政職が135人、そして技能職が７人の142

名というようになっておりますが、職員定員

管理計画によりますと、令和７年度までに

157名を目標とするということからすると、

大幅に下回っておりますが、職員数が少ない

中で行政をするということは、ある意味では

いい面もあると思いますが、超過勤務、労働

密度が大変厳しいというご指摘の状況もある

わけですけれども、この142名と職員の定員

管理計画157名についてのこの状況について、

どのようにこれから考えていくのか、お知ら

せをいただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「鈴木まちづくり推進課主幹」 

○鈴木淳子まちづくり推進課主幹 14、15ページ、

２款１項９目まちづくり推進費の中の地域振

興総合交付金についてのお尋ねであります。 

   議員ご指摘のとおり、各地区において、コ

ロナ禍によりまして事業の開催等が難しかっ

たということでございます。特に、いきいき

サロン事業、また、スポーツ交流大会のほう

も開催が中止になっております。生涯学習事

業についても、実施回数が大幅に減少してい

るというような状況となっております。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 職員の給

与に関しまして、給与費明細にございます。

職員の数というふうなことでありますけれど

も、こちらの数につきましては、一般会計で
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支給しております職員の数というふうになっ

ておりまして、このほかにいわゆる企業会計

で支出している職員がおりますので、職員全

体としてはその合計数というふうなことにな

るかと思います。 

   最近のコロナ関連、災害関連で時間外勤務

が非常に増えているというふうなご心配であ

りますけれども、職員の数といたしましては、

今年度当初150人だったと思いますけれども、

スタートしてまいりまして、年度途中で採用

した職員も４名おりますし、また、残念なが

ら年度途中で退職に至った職員もおりますの

で、そういったことも勘案して、今後の定数

管理は進めていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

○漆山光春議長 「槙正義議員」 

○３番（槙正義議員） 地域振興総合交付金の中

で、話としては今分かりました。ただ、私ど

もの議会報告会などで、区長の皆さんから話

として、具体的なその交付事業のいわゆる加

算事業等について、知らなかったというよう

な話も大分聞こえております。 

   区長さん、この４月に40％以上の方が交代

をされているという状況もありますので、地

域振興総合交付金を有効に活用するために、

その研修会とか、あるいは区長会の総会等で、

具体的な支給の考え方とか、具体的にこうい

うことも交付対象になるよというような周知

徹底というものを、もう少し具体的にしてい

く必要があるんではないかというように思い

ますので、そういったことについて、これか

ら少しきめ細かい指導などもお願いしたいと

いうふうに思っております。 

   職員の管理計画については、状況について

は分かりましたので、ぜひ、様々これからも

コロナ問題とか、あるいは様々な課題が山積

しておりますので、ぜひ職員の健康管理、あ

るいは具体的な事業が推進可能できるように、

目配りを十分してほしいということで、私の

質疑を終わらせていただきます。 

○漆山光春議長 以上で３番槙正義議員の質疑を

終わります。 

   次に、「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 質疑３点と、意見を１

点申し上げます。 

   20ページ、21ページにあります子育て世帯

生活支援特別給付金についてでありますが、

町がいち早く10万を出産時に支給していたと。

国もやっと動き出したと。町より遅い、20万

と、非常にいいことだと思うんで、出生率が

高まることを期待しているし、これをしっか

り町と国の姿勢を継続してほしいということ

だけ申し上げて、これは意見です。申し上げ

ておきます。ですから、お答えは要りません。 

   次に、商工費、まずは26ページから。商工

費の中で、ほくほく応援券、２目の商工業振

興費の中に1,200万の減額になっています。

1,200万減額の内訳といいますか、中身と、

どうして1,200万も減額なる、要するに換金

されなかったのか、使わなかったのかという

ことなんですけれども、それに対して、担当

課としてどのような分析をなさっているかに

ついて。 

   次、28、29ページのべに花温泉ひなの湯の

4,700万の指定管理料についてであります。 

   この指定管理料4,700万という数字をはじ

き出したその根拠がなかなかよく難しいんで

すが、この4,700万を今の１人当たりの入湯

料350円で単純に割りますと、13万幾らぐら

いになるんですね。おおよそひなの湯は今ま

で30数万人入湯者いたのが二十何万に落ちた。

大体その落ちた人の数掛ける入湯料ぐらいの

支給、おおよそです、おおよそ。そういう支

給になっているんですが、これ、そして前の

ほうにも債務負担行為ということで、これか

ら後、令和５年、６年、７年の分、ずっと四
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千何百万の指定管理料を払うとこういう形を

取っているようですが、このままいくんでし

ょうか。二十何万人のままずっと推移してい

くという町としての読みなんでしょうか。 

   今、コロナがどう、コロナは全く予測不可

能なところありますが、だんだんとウィズコ

ロナということで、コロナに振り回されない

日常の生活を取り戻そうというふうな中で、

もっと入浴者を増やす手だてをして、元の数

字に近づくよう努力するということが必要な

んじゃないかと思うんですが、令和５年、６

年、７年も四千数百万の指定管理料を組むと

いうことは、もう見込みがないと、二十何万

人とずっとするんだと、二十何万人でいくと

いう計算に立っているんでしょうか。そこの

点についてどのように考えていらっしゃるか、

お尋ねします。 

   次に、34ページから、これは小学校と中学

校と関わりありますので、一緒にお尋ねして

いくんですが、学校管理費の中のその光熱水

費です。 

   小学校も中学校も光熱費が数百万上がって

います。小学校では、当初で936万ですか、

見ていたのが四百何万ですから、約倍に今回

予算化されています。中学校に至っては、当

初では225万見ていたのが270万、当初よりも

増えています。倍額になっています。 

   提案理由では、電気料金が値上げになった

ためと。そんなに５割も値上げに増やさなき

ゃならないぐらい上がったんでしょうか。東

北電力でも何か３割ぐらい上がるみたいな話

が出たり、国からのそれに対する対応があっ

て、また値下げするという記事が出たり、い

ろいろな国の施策もあって、電気料金をそん

なに上げるなと、上げないようにということ

をやっているようでありますが、こんなに５

割も、あるいは中学校に当たって同額ぐらい、

要するに倍増というんですか、というんです

か、になるほど、そんなにかかるんでしょう

か。この光熱水費の見積りですね。この数字

の根拠を示していただきたいと。 

   と同時に、学校では節電対策、もちろん子

供たちには、教室では寒くないところで、あ

るいは夏は暑くないところで、冬はちゃんと

暖かくしてというのはもちろん、当然の子供

の教育環境上必要なことで、大事なことなん

ですが、それ以外のところで、経費削減に向

けてどんな取組をやっているのかについて。 

   以上、最初の部分はお答え要りません。後

の商工の部分と教育費の部分について、お答

えをいただきたいと思います。 

○漆山光春議長 「軽部商工観光課長」 

○軽部広文商工観光課長 26ページ、27ページ、

７款１項２目商業振興費の商業振興費かほく

ほくほく応援券事業委託料の1,200万の減額

について申し上げます。 

   1,200万の減額の要因となったものにつき

ましては、換金原資といたしまして、１万

8,000人分の9,000万を予定したところでござ

います。実際、配付されたものにつきまして

は、１万7,480人分の8,740万になっておると

ころでございます。 

   この間、換金されたものにつきましては、

7,924万1,500円ということで、815万8,500円

が原資分の換金されなかった金額ということ

になっております。その他諸経費等について

精査したところ、1,200万の減額となったと

いうような状況です。 

   この要因についての分析でございますが、

このたびのやり方としまして、実施の方法と

しましては、500円の券を10枚ということで、

1,000円以上の料金に関しまして、500円の補

助金、助成ができるというようなやり方をさ

せていただいたところであります。要因とい

うことにはなりますけれども、使い勝手が悪

いとか、そういったお声を頂戴しているとこ
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ろは確かでございます。ただ、事業所の方に

は、非常に大きな経済効果を生んでいるとい

うようなお声もいただいていることも確かで

ございます。 

   このたびは生活支援ということで実施させ

ていただいたところではございますが、我々

経済を担当する担当課としましては、できる

限り経済のほうも一緒に回せればなというこ

とで、このような制度設計をさせていただい

たところでございます。 

   ２点目の28ページ、29ページ、７款１項４

目観光施設費、べに花温泉ひなの湯の指定管

理料4,700万についてご説明申し上げます。 

   こちらのほうにつきましては、当初計画、

今年度におかれましては、１日平均990人を

見込んでおったところでございます。実際に

は、現在のところ１日平均672人ということ

で、当初収入として見込んでおったのが約２

億700万というところでございます。 

   今後の、672人ということでは、約１億

4,400万になるということが、収入の予定で

ございます。 

   支出におかれましては、１億9,150万ほど

の支出の見込みがあるということでございま

す。 

   人件費等についても、最低賃金のアップや、

職員の経営者についての人件費が上乗せにな

ってくるというところの要因と、光熱費につ

きましても、昨年度、人数的には同等でござ

いますが、昨年度3,500万ぐらいの支出でご

ざいましたが、原油高騰に伴いまして、約

4,000万を見込んでいるというところでござ

います。 

   ひなの湯につきましては、10人お客様がい

ようが、100人いようが、固定的な費用はも

ちろんかかってきます。温泉を回すための重

油とか、そういったものは、もちろんかかっ

てくると認識しております。 

   現在も、いろいろなイベントの開催やアプ

リ会員を募集しまして情報発信等、谷地高の

産学官連携も含めまして、入場者増の努力を

されていると認識いたしております。 

   今後の見込みでございますが、なかなかコ

ロナの影響もある中で、利用者が減っている

というのはご承知のとおりかと思いますが、

なかなかリピーターの方も、高齢の方も大分

少なくなってきていると。新たな入浴者を設

けるということでは、やはり様々なイベント

とか、そういったものに取り組んでいかなけ

ればいけないのかなというふうには思ってお

るところではありますが、来年度、再来年度

以降についても、入浴者数のほうはなかなか

伸びが見込めないというところもある中で、

微増ぐらいの見込みで債務負担行為を取らさ

せていただいたところであります。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「秋場学校教育課長」 

○秋場弘昭学校教育課長 34ページ、35ページ、

教育費の小学校費あるいは中学校費の光熱水

費についての電気料金等の増額した理由とい

うことでありますが、その根拠的には２つあ

るかなというふうに考えております。 

   一つは全体的な、施設もそうなんですが、

電気料金の高騰ということで、今３割近く高

騰しているところがあります。 

   あともう一つは、小中学校ともにエアコン

の設置をしまして、コロナ禍においての換気

ということもありまして、エアコンをつけな

がらの換気もしているということで、その部

分の電気代、電気料、消費電力を使ったとい

うことがあると思います。 

   昨年度との比較をしますと、昨年度はコロ

ナ禍、状況の分からない中での換気の徹底と

いうことで、窓を大きく開けながらやはり日

中も換気、エアコンをつけながら換気もして

いたところもあったわけですが、二つ目のそ
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の節電対策の回答にもなるんですが、節電も

考慮した中での換気ということで、時間をう

まく見たりとか、ただ単に常に窓を開けてお

くことではなく、時間によって換気をしたり、

窓を少し、大きくではなく風の通りを決めて

対角線にというようなところでの換気の配慮

なども含めて、今年度については昨年度より

は電気量少なくはなっているところではあり

ますが、コロナによる換気、あるいは電気料

の高騰ということでの根拠と、節電というこ

とで、その対策も講じていくと。 

   さらに、対策の中の一つとしては、教員の

働き方改革もありまして、残業のときに電気、

光熱水費もやはり使うわけでありますが、そ

の働き方改革によって少しずつ残業も減らし、

その光熱水費も、そういうようなところも一

つの節電の対策ということでなっているとい

うふうに認識しているところであります。 

○漆山光春議長 「佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） まず、ひなの湯につい

てでありますが、前は７時からのところを６

時にしてくださいましたね。一つは前に進め

た。それから、議会からも何回もあった、朝

早く行くとサウナが使えないと。使えるよう

にすべきだという意見が何回も出ていたんで

すが、できない、できないと言っていたのが、

課長替わったらできるようになりましたね。

やると言ったんですから、これも私は評価し

たいと思います。いろいろ対策を軽部課長に

なっていろいろなことが変わってきました。 

   ですから、ぜひ、少しでも前に、以前の三

十数万人来ていたのに戻るべく努力をしてい

ただきたいと同時に、通常、県内でも何か所

かで閉めましたね。ほかのところね。なかな

かどこでも経営厳しいのは実際としては分か

ります。ただ、ひなの湯には町がついている

から、委託料でこういう何千万ももらえると

いうことに甘んじないでほしい。 

   やはり企業意識をしっかり持って、今まで

は前には、以前には町に税金納めない、納め

る分と言ったらおかしいんですけれども、

1,000万寄附なさったこともありますし、非

常に優良企業、委託料ももらわずに運営して

いて、しかも利益も出していたという優良企

業だったんですから、そこに一歩でもまた近

づく努力をしてほしいし、固定費としてかか

るのは分かりますが、やはり三十何万人来た

ときの経費と二十何万人しか来ないときの経

費というのはもう、要するにやはりきっちり

見直すべきところもあるんじゃないかなと思

いますので、ぜひ経営努力するよう、指導を

お願いしたいというように思います。 

   ほくほく応援券については、残念ながら要

するに今回この件に関しては少し下がりまし

たね。前はもう少し、100％のときはもう少

しかかっていて、今回はまるきりじゃなくて、

そこに町としての経済効果を狙った500円、

1,000円で500円ということで、扱いにくくて

減ったという部分はありますので、先ほどか

らお聞きしますと、いろいろそれはそれなり

に分析しているということもありますので、

ぜひまた次にそういうことをしなければなら

ないことがあるかと思うので、今回のことも

しっかり生かした次の対策をしてほしいと思

いますが、たしか７番議員から、その商品に

ついてのいろいろな動向の、消費動向指数み

たいな感じでの河北町が六十何パーセント、

寒河江市が九十何パーセント、山形市も九十

何パーセントという話がありましたけれども、

寒河江市も山形市も、寒河江市は「チェリン

Ｐａｙ」、山形市は「べにＰａｙ」というこ

とで、寒河江市外の人もそのＰａｙを買えば

皆使うということで、要するに市外の人たち

が寒河江市で使うようなきっかけをつくって

いるわけです。山形市もやっていますよ。 

   そこでやっているところがすぐ反映したわ



- 158 - 

けじゃないんでしょうけれども、そういう姿

勢が九十何パーセントという、だけれどもう

ちは60。うちの町の人しか買えない。ほかだ

とそこで勤務していた人も買えたり、その町

外から勤務している人が買っていって、うち

の町で買うというのも認めているわけですの

で、六十何パーセントが70、80に上がるよう

に、今回のことも踏まえてぜひ、次の機会が

ありましたら、そういうことを生かして頑張

っていただきたいというふうに思います。 

   あとは、非常に大きい光熱水費の教育委員

会、教育長にお尋ねします。いいですか。 

   学校というのは、今、担当課からは、窓な

んか閉めたりいろいろなことをやっている。

もっと大きい節電できるんじゃないのかなと

思うんですが、節電ですね。 

   私も、夜、体育館に行くことあります。小

学校にも中学校にも。まず、トイレはつけっ

放しですよね。トイレはつけっ放し。24時間

つけっ放しです、トイレ、便座は。小学校も

中学校もほとんど。土曜日もつけっ放しです。

日曜日もつけっ放しです。１日24時間で考え

て、学校に先生方７時頃から来るとすると、

７、８、９、10、11、12、１、２、３、４、

５、６、６時か７時くらいまでいても12時間

なんです。12時間しか使用しないのに、24時

間つけっ放しなんです。要するに、無駄な部

分が半分です。無駄が半分です。それを、休

みの土曜日も日曜日もずっとつけっ放しです、

これ。もちろん、冬休みも夏休みもつけっ放

しなんでしょうね。 

   これが、自分たちの懐から出ているお金じ

ゃない。一般家庭だったら、大抵夜寝る前に

消しますよ。朝つけますよ。寝ている間は電

気つけっ放しなんて無駄ですから。自分の懐

から出ますから。 

   だけれども、学校は、先生方一人一人、自

分から出ているわけじゃありませんので、一

向に構わない。つけっ放し、無駄だと思いま

せんか。 

   でも、学校ってそういう、みんながそうい

うところにいるから、それが当たり前になっ

ていませんか。それとも、機能的にというか、

その器械自体がつけたり消したりできないよ

うなシステムになっているのかどうか、そこ

までちょっと私も分からないんですが、ずっ

とつけっ放しです。 

   そういうところにも、こうやって値上げせ

ざるを得ない大変な時代に、手をもう一回差

し伸べて、ここはこうしようと先生自らが節

電しようということにならないんでしょうか

ね。 

   だって、学校の教育の中で、子供たちをご

み拾いしたり、節電、何に対してということ

で授業でやっていることいっぱいあるんです

よ。でも、自分たちはやらないんですよ、そ

ういうことには。一向に無関心。人の金です

から。町の予算ですから、悪く言えばね、悪

い言葉で言えば。 

   でも、やはり子供たちにも教えると同時に、

先生たちも自らそういう意識を持たなければ

ならないんじゃないかなというふうに思うん

でありますが、機能的に無理なのかどうなの

か、実際学校にいらっしゃった教育長だった

らご存じだと思うので、このことについては

担当課長より教育長からお答えをいただきた

いと思います。 

○漆山光春議長 「板坂教育長」 

○板坂憲助教育長 私ども自身も、節電について

は大変大切なことだなというふうに認識して

おります。 

   つけっ放しはもちろんのこと、例えばです、

音楽なんかあった場合に、教室が空くわけで

す。そうしたときは、必ずエアコンも照明も

消しましょうということで消して、そして音

楽室に行くように、そういった指導を日頃し
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ております。 

   議員がご指摘のいわゆるつけっ放しという

状態があるとするならば、やはり改善に向け

て強い指導を行っていきたいと思っています。 

○漆山光春議長 「佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 教室とかそういうとこ

ろは使った後、全部やはり消しますよ。皆そ

れ意識しています。でもね、いざトイレとい

うのは、全然目を向けていない。いつ行って

もぽっかぽかに温かいです。土曜日行っても、

日曜日使うにしても、日曜日するにしてもね。

あるいは、夜間使うにしても、いつでもぽっ

かぽかです。最高に温かい。気持ちいいです

けれども、すごく。でも、無駄なんじゃない

かなというように思います。 

   各教室にいろいろな、先ほど教育長言った

とおり、音楽室とかいろいろなところ、個々

的なことはちゃんときちんとやっていると私

は認識していますが、そういうところがまだ

もったいない。だって、24時間中、実質使う

時間は半分なんです。その間誰もいない。要

するに、夜中の12時、１時、２時、あるいは

４時、５時というときもずっとつけっ放しな

んですよ。ずっと温かいんです。それが現実

なんですよ。実際そうなんです。 

   ぜひ、こういう厳しい時代なんですから、

こうやって小学校費も50％、中学校費はもう

100％を超える増額をしなければならないほ

ど、例年よりかかるわけでありますから、ぜ

ひ町に甘えることなく、各学校、先生方もき

ちっとした節電対策を取れるように、教育長

から指導していただきたいし、また、スポー

ツ少年団や日曜日なんかに使うときは、その

使うときだけ入れられるように、機能的にな

るのかどうか分かりませんが、そういう指導

でいいんじゃないかなと。 

   そういう場合、もし使えるんであったら、

やはり使う、利用するスポーツ少年団の指導

者の方に、行ったときにスイッチ入れて、終

わったら消すという指導もできるんであれば

やって、そういうやはり全体で、学校だけの

問題じゃなくて、利用者も含めて、そういう

節電対策というのが大事なんじゃないかなと

いうふうなことを申し上げて、質疑は終わり

ます。 

○漆山光春議長 以上で４番佐藤修二議員の質疑

を終わります。 

   ここで10時15分まで休憩いたします。 

     休 憩  午前 ９時５９分 

     再 開  午前１０時１３分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   次に、「５番吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） それでは、私のほうか

ら１点、質疑させていただきます。 

   ６款農林水産関係の田んぼダム効果検証事

業、県の効果検証事業に向けた排水口工事な

ど、216万円というふうにありますが、この

216万円の内訳をちょっと教えていただきた

いと思います。 

   せんだって総務産業常任委員会のほうで、

宇都宮の田んぼダムの見学をしてまいりまし

た。非常に我々河北町と同じように、宇都宮

の市街が冠水したというふうな内容で、取組

方は非常に早かったというふうな内容で、着

工から約２年ぐらいで、その田んぼダムの効

果がある程度確認できるような状況にまで今

至っているというような内容でした。 

   田んぼダムに協力してくださる農家さんと

いうのは、全く何のメリットもないわけです。

ということで、かかる費用に関しては、全て

行政が負担をすると。そのために、行政のほ

うは何をやったかというと、できるだけ安価

にやりたいと。そして、排水のますに関して

は、宮城県のプラスチックの製造会社のほう

で１万6,000円で販売している標準品を使っ

たと。そして、田んぼの２か所ぐらいに、当
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然取水・排水というふうな内容で最低２つぐ

らいこれをつけるわけなんですが、１万

6,000円のこういうふうな樹脂の50センチ角

ぐらいのやつを埋めると。その埋める作業が、

１万6,000円プラス何がしということで、５

万円で１か所上がっているというふうな説明

でした。 

   今回は216万円をかけて、当然検証結果で

うまく行き進めば、そういうふうなことが一

応展開なされると思いますが、宇都宮のほう

でやった内容は何かというと、一番最初に地

形を調べましたと。そして、例えば今回は押

切地区、あとは杉の下田井地区とか、いろい

ろなところ、改目地区も含めてなんですが、

これだけの内水氾濫を防ぐためには、どれだ

けの水がめにすればいいかというふうなこと

をきちんと出して、そしてどれだけの水量を

ためるようなことをやればいいかというふう

なことを想定したと。そして実施をして、住

民説明会にする際には、協力を得るために下

流域の方が、二度とあんな内水氾濫がないよ

うにしたいために、上流域の方は協力してく

ださいと、そういうふうな仕事の持ち方をし

たと。 

   そういうふうなことがないと、俺はいいと

か、俺は嫌だとか、また、取りつけていただ

いた後も、全て前と同じような労務、何とい

うか、作業の中で水が管理できるような状態

にしてあげると。そういうふうな一体的な内

容がないとだめだと。 

   今回、216万のやつ、例えばコンクリート

ですよとなっちゃいますと、宇都宮のとまる

きり違うと。田んぼ、いろいろなところに行

ってコンクリートを埋めるとなると、大変な

作業になっちゃうと。 

   どういうふうな構想があって、どれだけの

ことがすれば、令和２年７月豪雨のその水害

を下げられるというふうな根本的な説明をし

っかりしていただいた後で、こういうふうな

実証実験の結果を今してますよというふうな

ことが説明いただきたいなというふうに思っ

ています。その辺のところでご答弁お願いい

たします。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 ま

ず、このたび補正します216万円につきまし

ては、７ヘクタール２か所ということで、排

水口が48か所分であります。１か所当たり４

万5,000円の工事費を見込んだものでござい

ます。 

   この田んぼダムにつきましては、最上川流

域プロジェクト、治水プロジェクトの中で、

全県下で進めるべく、県のほうでも動いてい

るものの一つであります。流域全体で田んぼ

ダムに取り組み、最上川全体の流量を下げて

いくと、流れる水を下げていくというのが目

的というふうに認識してございます。 

   その手始めに槙川水系、約750ヘクタール

ほどございますけれども、河北町としまして

は、その中で取り組んでまいりたい。そして、

来年度、実証実験をしてまいりますけれども、

それ以降、上流域にもこの田んぼダムという

ものを推進していきたい。 

   また、町内におきましては、北谷地地区の

ほうで水田の圃場整備が行われて、そこには

もう既に田んぼダムができるような排水のま

すが組まれてあります。そちらのほうにも普

及して、あちらのほうは法師川になるかと思

いますけれども、そちらの水量も下げていけ

ればと。最終的には最上川全体の水量を下げ

ていくんだというような考えの下で進めたい

と思ってございます。 

○漆山光春議長 「吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございます。 

   ４万5,000円というのは、宇都宮より5,000

円安いというふうな内容で、工事費全て込み
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だったら、非常にいいものかなというふうに

思っています。 

   ます自体も３種類ぐらいありますよという

ふうな内容で、それぞれの土地柄に合わせて

ますを一応選択していただいているというふ

うなことでした。一番やはり使っているのは、

新潟県だというふうなことも言っておりまし

た。ぜひ、その辺のところの業者のほうも収

集した上でお願いしたいなと思います。 

   それで、最終的に、令和２年７月豪雨のも

のを、例えば今の田んぼに15センチぐらいた

める、また、20センチぐらいまではためられ

るというふうな話なんかもしていましたが、

どのぐらいをためて、７ヘクタール掛ける２

というふうな内容でちょっと検討しているか。

最終的に、どれだけの田んぼダムを面積を用

意すれば、あのような内水が下流域のほうに

来ないのか。その辺のところ、もし分かれば

教えてください。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 こ

のたび施工する場所、７ヘクタール掛ける２

か所、これはあくまでも水量の変化を見る実

証実験のためのものでございます。 

   お話しいただきました水害についてですけ

れども、あくまでも、新潟大学の先生ともお

話をさせていただきましたけれども、水害の

被害を軽減するものだというようなことでお

聞きしたところでございます。 

   やはり最上川の水位を下げなければ、そこ

に流れていく支川の川は流れませんので、そ

の対策のためということでございますので、

今のところ正直申し上げてどれぐらいの水量

というところまでは計算をしていないという

ところでございます。 

○漆山光春議長 「吉田芳美議員」 

○５番（吉田芳美議員） ありがとうございまし

た。 

   ひなの湯周辺の下野地域も逆川、あと渋川

というふうな内容で、あの辺一帯がやはり湖

状態になったというふうな内容なんかもあり

ますんで、当然、その上流域のほうにはお世

話になりたいというふうには思っていますん

で、早急にいろいろな形で町民にも内容を説

明できるようなことをやっていただきたいと

思います。 

   以上で終わります。 

○漆山光春議長 以上で５番吉田芳美議員の質疑

を終わります。 

   次に、「７番阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） 私から１点、質疑させ

ていただきます。 

   14ページ、15ページの２款１項10目電力等

価格高騰支援給付金についてでございます。 

   物価高騰による負担増が続いている中で、

家計を支援するということで、１世帯当たり

に１万円を支援するという内容というふうに

私のほうでは認識しておるところでございま

す。 

   そこでですけれども、今後、まだまだこう

いった家計への支援、あるいは経済の支援と

いうのは、私は必要になってくるのかなと思

ってはいるんですけれども、この事業を行う

中で、あるいは今後またそういった支援をし

ていく中で、私は、今現在河北町民の方々が、

どういったことを不安に思っているのか、あ

るいは今後どういったことを望まれているの

かが非常に知る必要があるかなあと思ってお

ります。 

   そういった中で、今回、こちら確認書を書

いていただいて、すみません、確認書を送付

して、内容を町のほうに送ってもらうと、返

送してもらうというふうな内容になっている

んですけれども、この中で、例えばアンケー

トなんかを書いていただくようなそういった

考えはあるんでしょうか。 
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   １点、以上です。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項

10目の特別定額給付金に関してですけれども、

今回は、電力あるいはガス等々の家計支援と

いうふうなことで給付するというようなこと

を予定しているわけですけれども、まだまだ

エネルギー状況しかり、そのほかの物価しか

り、値上がりが続いているというようなこと

で先が見通せない状況が続いて、家計を預か

る方については非常に不安に思っているとこ

ろはあると思います。 

   その中で、そういった方の意向というか、

考え、気持ちをお聞きするというような議員

のお考えだと思うんですけれども、今のとこ

ろ、そういったアンケートを一緒にする予定

はございません。 

○漆山光春議長 「阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） アンケートをお送りす

る今のところ予定はないということなんです

けれども、やはり私、これはせっかく返送の

費用なんかも入っておりますので、これはむ

しろチャンスかなと思っております。せっか

く4,000、今回町単独の事業でございますの

で、そういったアンケートなんかを入れると

いうのをもちろん私はできると思っておりま

すし、ましてや今回4,789世帯もの方に送る

ということで、人口でいえばさらにこの何倍

にもなるわけでございます。 

   そういった中で、もちろん１万円支給され

るというのは、支援されるというのは、もち

ろん河北町民の方も喜ぶと思いますけれども、

それとは別としても、アンケートという形で

今の不安、心配事を書いていただいた上で、

今後の支援につなげるということが、私はこ

の事業を行うに当たってはより効果的かなと

思うんですけれども、なぜアンケートを封入

されないのか、もう一度お聞きいたします。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

   暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時２５分 

     再 開  午前１０時２６分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 アンケー

トについての考えはないかということですけ

れども、この給付金の趣旨が現在のエネルギ

ー状況なり物価高に対する家計支援というよ

うなことで、答えとしては皆さん同じような

考えというか、不安をお持ちかなというふう

に思います。 

   そういったことに対する施策としては、こ

ういった給付でありますとか、あるいは補正

予算でありましたかほくほくほく応援券のよ

うなものがあるというふうなことで、政策と

してはいろいろなことが考えられるわけです

けれども、どういったものがその家庭によっ

て必要かというふうなものについては、また

別の機会を捉えて、意向を酌み上げる工夫を

したいと考えております。 

○漆山光春議長 「阿部恭平議員」 

○７番（阿部恭平議員） ちょっと納得できない

ところがあるんですけれども、なぜ別の機会

なのかなと。いや、むしろ早めにこういった

かほく、先ほど同僚議員からも質疑ございま

したけれども、かほく応援券も今後、課題の

ほうの検討・検証というのもされていくと思

われます。そういった中で、もしかしたら高

齢者の方がちょっと使いにくいとか、そうい

った回答も出てくるかもしれません。私はそ

ういった話も聞いておりますけれども。 

   そういったのを踏まえまして、やはりこう

いった町全体に関する事業があるときは、む

しろ好機かなと思っております。二度手間に

なってしまうので、単純にこれと別の機会に

やってしまうと。 
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   ただ、今、町、課長からの答弁としては、

別の機会ということを今、回答いただきまし

たけれども、ではいつぐらいにする予定なの

か、あるいはどういった内容でという話にな

ってくるんですけれども、そういったものを

今考えた上でのご発言なのか、もう一度お聞

きします。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 そういっ

た具体的な時期ですとか内容を申し上げたも

のではありません。 

○漆山光春議長 以上で７番阿部恭平議員の質疑

を終わります。 

   次に、「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 私から２点、質疑をさ

せていただきます。 

   １点目は、22、23ページ、４款１項２目の

予防費、乳幼児の生後６か月から４歳の新型

コロナワクチン接種についての内容をお聞き

したいと思います。 

   ２点目は、24ページ、25ページ、６款１項

５目の農地費、先ほど来、田んぼダムについ

ての質疑がありましたけれども、この田んぼ

ダムの検証事業は、７ヘクタール掛ける２の

14ヘクタールということでお聞きしたんです

けれども、場所はどこ、具体的にもう決まっ

ているのか、どこでするのか。そして、今ま

での質疑の中からですけれども、もしこれを

検証結果が出たときには、私も町全体に田ん

ぼがいっぱいありまして、その田んぼからい

ろいろな河川のほうに流れてあふれるという

ことがあるので、町内皆様からしっかりとご

協力をいただいて、河北町の河川を守るとい

うか、河川に流れ込む水を少なくするという

のがいいと思うんですけれども、やはり皆さ

ん心配していらっしゃるのが、この米の品質

が落ちるのではないかということだと思うん

ですね。 

   私も５番議員と一緒に宇都宮の田んぼダム

の視察に行ってまいりました。そこではやは

り農家の皆さん、そういうことをしちゃうと

米の品質が下がるのではないか、ましてや銘

柄がいっぱいございますのでということが、

一番農家の方は心配しているのか、そしてそ

れをやっても何も自分たちには利益がないと

いうことで、町の治水のために協力というこ

とになるので、それが大きな恩恵なんですけ

れども、そういうことで、そういうふうなこ

ともどのように説明していくのかというふう

なことで質疑したいと思います。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 ４款のほうに、今回の乳

幼児の生後６か月から４歳までの新型コロナ

ワクチンの接種費用について、予算のほうを

計上させていただいております。 

   この概要につきましては、もともと厚労省

のほうから通知がありまして、町においての

乳幼児の新型コロナワクチンの初回接種につ

いて実施するものであります。 

   対象といたしましては、乳幼児で生後６か

月以上４歳以下の者ということで、全体では

約400人ぐらいを対象としてはおるんですけ

れども、実際に予算額としては、その中で低

年齢になればなるほど接種希望というのは落

ちてくるものですから、その半分ぐらいとい

うふうなことで見込んだところでございます。 

   ３回接種が１セットでございまして、原則

20日以上の間隔を置いて２回を接種して、そ

の後、55日以上の間隔を置いて３回目の接種

を行うというふうなことになっております。 

   会場については、基本的には集団接種を基

本に考えておりまして、保護者のなるべく来

やすいといいますか、受けやすい環境という

ふうなものを整えたいというような意味合い

から、土曜日を設定をしております。これが、

１回目が12月24日、２回目が１月、来年、令
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和５年になるんですが、１月14日、これも土

曜日になります。３回目が３月11日土曜日、

これは祝日になります、の想定を考えておる

ところでございます。 

   ワクチンの種類につきましては、乳幼児用

ファイザー社製ワクチンになります。 

   というふうなことで、概要については以上

でございます。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 ６

款１項５目農地費、田んぼダム関連について

のお問合せでございますけれども、場所につ

きましては、現在、槙川水域ということで、

多面の組織であります溝延かわらなでしこさ

んのほうにご説明をしながら、そのエリアの

中で選定してまいりたいというふうに考えて

ございます。 

   なかなか水をためるということでございま

すので、転作田がなるべくないようなエリア

の７ヘクタールを２か所選びたいという思い

でございます。そういったところで、多面の

組織の方にご説明をし、ご理解をいただこう

と。今後、その地権者、耕作者の方も集まっ

ていただきご説明をし、ご理解をいただきた

いなというふうに考えているところでござい

ます。 

   その後、やはり議員おっしゃられるとおり、

農家、田んぼを耕作する方にはメリットはな

い。むしろ、そういったものを取りつけるこ

とにより、ごみが詰まる、あるいは米を作る

上で、当然中干しとか、水を完全に抜く時期

もございます。そういったところの手間はど

うするんだというようなお話が聞こえてくる

と想定はしております。 

   やはりそこで農作物を取られているわけで

すので、営農が優先であろうかなというふう

な考えはまずひとまず思っています。ただご

協力をいただくということであります。 

   あと、品質についてでございますけれども、

これまでたくさんの先進地のほうで田んぼダ

ムもなされているところございますけれども、

そこからのデータを見ますと、品質には問題

がないというような答えが出ております。 

   田んぼダムをためる水の量ですけれども、

通常、田面、田んぼの上から10センチほど水

を張って水稲を生育させていくわけですけれ

ども、そこに、畦畔の高さが大体30センチ程

度でございます。目いっぱいためると20セン

チためられるわけですが、それをためてしま

うと、恐らく畦畔が崩れてしまうんではない

かなというふうな想定をしていますので、お

おむね話を聞きますと、やはりプラス10セン

チ、最高でも20センチまでではないかなと。

そういうふうに一時的にためられるような排

水のやり方、ゆっくり水を流していくやり方

というのを今回の実証実験の中で得て、それ

を今度は河北町全域に広めて、まずは槙川水

系の中で広めていければなというような考え

でございます。 

○漆山光春議長 「丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございまし

た。 

   まず、田んぼダムのほうからなんですけれ

ども、やはり今、宇野課長のご答弁のように、

そうだと思います。やはり農家さんの心配と

いうものをまず取り除いていく必要があるの

かなと。この田んぼダムの提唱されたのが近

年でございますので、やはり新しい取組とい

うことで、皆さん不安に思われている方もた

くさんいるのかなと。耕作者の方にはですね。 

   私たち、宇都宮に行きまして、こういう報

告書を書いて委員会でまとめたんですけれど

も、その中でもやはり費用の面での補助も大

切であるとか、宇都宮市に学び、排水調整ま

すの設置費の全額補助、毎年維持費を支払う

とか、継続的に田んぼダムに取り組めるよう、
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財源面での支援策も検討すべきというふうな

ことで、宇都宮市ではこれを実際されていま

した。 

   やはり今後、河北町で取り組む上でも、こ

ういうこととその米の品質は何ら問題ないと

いうことのいろいろな例を皆様にお示しをし

て、ご理解をいただくというのが大事かなと

いうふうに思いますので、ここはよろしくお

願いしたいと思います。 

   それから、ワクチンの件ですけれども、今

の説明で分かりましたが、大人のワクチンに

ついても、やはりその心配事はあって、今進

んでいる。100％の接種にはならないわけで

すけれども、やはり生後６か月以上４歳以下

の方の親御さんに関しましては、やはりかな

り大丈夫かなあというふうな不安をお持ちだ

とは思うんですけれども、やはりこれは国の

ほうでしっかり厚生労働省のほうで実施する

というふうなことで示されているわけですの

で、その不安の材料を取り除くためにも、最

初のほうに先進地といいますか、海外でもや

ったことのこの例とか、そういうことも大丈

夫なんだよという安心感を与えるような広報

をしながら、この乳幼児のコロナワクチン接

種については進めていかなくてはいけないの

かなと思うんですけれども、そこら辺はどう

考えていますでしょうか。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 まだやはり新型コロナウ

イルスそのものが全容が解明されておらない

というふうな関係から、そのワクチンについ

ても、その効果とか検証というふうなものは

行っているものの、まだまだやはり時間的な

経過が少ない関係から、打つ方については不

安というふうなものは多いのかなというふう

に思います。 

   海外でも、生後６か月から４歳までの接種

というふうなものは行われておるんですが、

ファイザー社の同じようなワクチンを接種し

ている国が複数ありまして、アメリカとかイ

スラエルとか、そういった形での先行の例も

ございます。そういったことでの実例なども

紹介しながら、そこで安心だよというふうな

ことで、不安感を取り除くというふうなころ

はあるんですが、そこだけが保護者の不安と

いうふうなことではないと思いますので、い

ろいろな情報をこちら側で提供しながら、少

しでも不安のほうを取り除いていけたらなと

いうふうに思っているところでございます。 

○漆山光春議長 「丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） こういう乳幼児をお持

ちの保護者の方は、皆さん今スマホとかで情

報を収集をしているかと思います。ですので。

いろいろな情報の中でその判断をしていただ

くことにはなるかと思うんですけれども、町

でもできる限りの情報を出して、この接種に

向けて取り組んでいただきたいと思います。 

   以上、終わります。 

○漆山光春議長 以上で９番丹野貞子議員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 最初に、14ページ、

歳出の２款１項５目新庁舎整備費に、このタ

イミングで借地料という７万3,000円ですが

出てきておりまして、どんな内容なのか、説

明を求めます。 

   それから、同じページの２款１項10目電力

等価格高騰支援給付金ということで準備され

ておりますけれども、内容について、ちょっ

としっかりお聞きしておきたいと思います。 

   非課税世帯以外、家計急変世帯以外の全世

帯に１万円を給付するということですけれど

も、いつからいつまでの手続だとか、確認書

という方式のようですけれども、どんなやり

方なのか、いつから給付されるのかなどにつ

いて、詳しく説明してください。 
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   次に、20ページ、３款２項５目児童福祉施

設費4,700万円ほどで、保育士の待遇改善に

取り組まれてきておりますけれども、この令

和４年10月以降の分について、公定価格、保

育料として支払う、町とか公的に支払う価格

にその分を算入していくという形にするとい

うような内容だという説明ありましたが、認

定こども園などについては書いてありますが、

どの保育施設まで対象としているかについて

お聞きしたい。民間の保育園などどうなのか。

さらに、学童保育の指導員などもこの中に入

っているのかどうか、お聞きしておきたいと

思います。 

   あと、22ページ、４款１項２目予防費、新

型コロナ、今説明あった内容でありますけれ

ども、コロナがこの先どうなるかという見通

しを町としてどの程度持っているんだろうか

と。ずっと続くわけではないだろういうふう

には思うんですが、どんな見通しなのかと。 

   ある医師の方のお話などでは、幾つかの、

終息という、完全になくなるというよりは、

一定収まるというような条件として、抗体を

６割以上の人が持つと。 

   最初、これはすぐになるんではないかと、

１回ワクチンを打てばこうなるんじゃないか

とか、１回かかれば抗体を持つんじゃないか

なんていうのが当初の予測でしたが、その抗

体が、ワクチンを打ってもすぐに数か月、１

年たたないうちになくなってしまうと。変異

株が次々出てくるなどということで、なかな

かなりにくいんですが、抗体を６割以上の人

が持つと。そうすると、集団免疫ができるな

んていうのが一つだと。 

   さらに、インフルエンザのタミフルのよう

な薬ができると。そうすると、かかってもす

ぐにそういった薬を投与すると治る、治癒す

るといいますか、そういった条件ができるな

んていう例、それからコロナウイルスが変異

して弱毒化するなんてことがそうなるみたい

なことなんですけれども、この辺も含めて、

町として一定の情報を持っているのか。こう

なるとコロナをそんなに気にせずに暮らして

いける、インフルエンザ並みのものとして対

応していけるようになってくるなどという見

通し、どう思っているか、この予算に関連し

てお聞きしておきたい。 

   それから、何回か議論ありましたが、24ペ

ージ、６款１項５目の農地費関連の田んぼダ

ムの検証ですが、いろいろ質疑があって、大

体取り組む内容は分かってきましたが、その

流下する水量の測定というのは、どんなふう

にしてするのかなと。ちょっとその技術上の

疑問なんですが、田んぼダムしていないとこ

ろの流れていくところと、それから田んぼダ

ムを設置した14ヘクタールのところから流れ

出る水の時間当たりの変化というんですかね。 

   田んぼダムは、完全に止めてしまうわけじ

ゃなくて、５センチぐらいの出てくる穴を開

けておいて、そこからいつでも流れ出させる

ということで、ピークをつくらないというよ

うなやり方だというふうに、私も宇都宮市の

ほうに行って勉強したときに、止めるんじゃ

ないんだということで、そうだとすると、非

常に設置しておけばいいので、設置していた

だける農家さんにそういう点での負担はない

と。雨がザーザー降ってきたときに、シャッ

トアウトする板を設置しに行ってもらうなん

ていうことがあるのかと思ったら、そうでは

なくて、もう最初から設置しておいて、その

５センチぐらいの穴からいつでも流れ出ると

いう方式だそうですので、そうした場合のそ

の流量の変化をどこでどうやって測る、測る

のかどうかも含めて聞いておきたいと思いま

す。 

   それから、32ページ、９款１項５目地域防

災費で、防災テレホンサービスのシステムを
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変更すると。引き続きやるけれども、別なや

り方に変えるということのようですけれども、

現在のテレホンサービスは、私時々聞くんで

すけれども、間が抜ける。電話をかけて通じ

ると、最初６秒間ぐらい黙っているんです。

ピンポンとなって、そこから15秒ぐらい何も

言わない。そこから放送なった中身が聞こえ

てくると。 

   なので、それが分かっていない人は、「あ

れっ」と言って切っちゃうとかだと思うんで

す。これ、決定的な問題かな。前にも指摘申

し上げましたが、改善されなかったんですが、

システム改良になれば、ぜひそこは対処して

いただきたいということについて、そういう

見通しがあるかどうか、お聞きしておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項

８目の新庁舎整備費に関して、借地料のお尋

ねでありますけれども、現在解体を進めてお

りますコミュニティセンターにつきまして、

その敷地については、町有地と、一部駐車場

としてお借りしていたところ、駐車場として

使用していたところは、民地の借地というふ

うなことになっておりました。 

   年度当初、12月いっぱいで解体工事が終わ

るというふうなことで、その借地分について

は12月までお借りしていたところですけれど

も、変更契約がございまして、１月まで延長

したというようなところから、引き続きその

部分について解体工事の中で使わせていただ

くというようなことから、１か月分ずつ増額

したというふうなものであります。 

   続いて、２款１項10目の特別定額給付金で

ありますけれども、今回の給付金につきまし

ては、電力等価格高騰支援給付金というふう

なことで、電力・ガス・食品等の高騰による

負担増が続いている家計を支援するというふ

うなことが趣旨であります。 

   対象世帯といたしましては、国のほうで同

じような趣旨で非課税世帯に５万円を給付す

る事業がありますので、それを除いた町内の

全世帯というふうなことであります。 

   給付の方法ですけれども、現金として１世

帯当たり１万円給付するというようなことで、

手続といたしましては、該当すると思われる

世帯に確認書を送付いたしまして、口座番号

等の必要事項を記入いただいて、郵送で返送

いただくということを原則としております。 

   日程でございますけれども、確認書につき

ましては、１月の下旬に送付を予定しており

ます。受付も同時に開始いたしまして、実際

の給付金の振込につきましては、２月の上旬

を予定しております。 

   事業の終了、受付の期限といたしましては、

２月の28日を予定しているところであります。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 20、21ページ、児童福祉

施設費の中の認定こども園運営委託料、あと

その下の町外特定教育・保育施設運営委託料、

あと特定教育・保育施設運営委託料、あと次

のページに行きまして、地域型保育給付事業

費扶助費、あと町外地域型保育給付費事業費

扶助費というふうなことへのお尋ねでありま

すので、ご説明申し上げます。 

   この中身につきましては、まず保育士等の

処遇改善について、令和４年10月、もともと

９月分までは当初予算のほうで予算化されて

おったんですが、10月以降の分について、処

遇改善の加算として公定価格に加算すること

になったというふうなことであります。 

   当初予算で見込んでいた公定価格の各種加

算項目の追加変更プラス、あと町外施設にお

いての年度途中での入所等により、増額の措

置がされるというふうな内容でございます。 
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   対象の施設でありますが、まず認定こども

園の運営委託料のところにつきましては、あ

いこども園、ひなのこども園、ひかり幼稚園、

あと町外特定教育・保育施設運営委託料に関

しましては、町民で町外で保育施設に入所し

ている方に対応する形で、７園あります。７

施設あります。あと、特定教育・保育施設等

運営委託料については、河北幼稚園になりま

す。あと、地域型保育給付事業費の扶助費、

これは減額でありますが、影響としては、ち

びっこ園、チャイルド第二ホーム、チャイル

ドホームなどでございます。あと、町外地域

型保育給付事業費扶助費、これにつきまして

は、１園ございます。町外の施設１園ござい

ます。 

   あと、放課後児童クラブの処遇改善につき

ましては、９月補正のほうでも、さきに予算

化されておる内容でございます。 

   新型コロナウイルスの今後の見込みといい

ますか、ちょっとなかなか難しいんですが、

町といたしましては、木村議員おっしゃいま

すように、何か欧米なんかではもう６割ぐら

いの方が、感染とワクチン接種によって、大

体の抗体を獲得しているというふうな状況か

ら、もう日中でも、外でも中でもマスクなし

というふうな生活がされているところが多い

ようであります。 

   ただ、やはり私どものほうでも、町独自に

しての見通しというふうなものは特に持って

おらない状況でありますが、まずは国の方針

に基づいた町でできる施策というふうなもの

を行っていくというふうなことが肝要だとい

うふうに考えておるところでございます。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 ６

款１項５目農地費、田んぼダムに関してでご

ざいます。 

   田んぼダムに関しましては、今、木村議員

よりありましたとおり、大雨が降った場合、

その雨水を一時的に田んぼにためて、そして

ゆっくり流すというような機能でございます。 

   何もこうした施設をしなければ、そのまま

排水のほうに流れていくわけですけれども、

一時的に田んぼにためて、ゆっくり水を流し

ていくというようなものでございます。 

   お尋ねの測量でございますけれども、そう

いった仕掛けをしたところとそうでないとこ

ろの流末のほうに自動の水位計を置いて、県

の事業のほうになりますけれども、県のほう

で自動水位計を置いて観測していくというも

のであるようではあります。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 予算書32、33ページ、９

款１項５目地域防災費に関するお尋ねでござ

います。 

   現行のテレホンサービスにつきまして、シ

ステム変更、引き続きこのやり方を継続する

けれども、システムを変更するという件に関

するお尋ねでございますが、ご質問のとおり、

議員、以前からこのサービスを利用する際の

音の感覚、無言の状態が続くその秒数とかが

間が延びているんじゃないかと気になるとい

うご質問、お話をいただいていたことは十分

理解した上で、今回の提案ということになっ

ているんですが、今、その新しいシステムに

切り替える際に当たって、いろいろ業者さん、

請負予定の業者さんと打合せをしている中で、

現在確認中という状況でございます。 

   思いを伝えているといいますか、できる問

題、例えば先ほど議員６秒ぐらい間が空くん

じゃないかとおっしゃっていただいたと思う

んですが、例えば自動的に７秒くらい間が空

けば自動的にその部分はカットすると、そう

いう機能がつけばいいんだけれどもというこ

とで、今業者さんと話をしているところであ

りますが、ちょっと回答が来ておりませんで、
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もしかしたらシステム変更しても、現状のよ

うに少し時間、テンポがちょっとずれる感じ

になるかもしれないという点は、ご容赦いた

だきたいと思います。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） １点目、２点目は分

かりました。３点目も分かりました。 

   コロナがいつまで続くかと、非常に関心は

あるんですけれども難しい問いをしました。

一番可能性があるのは、インフルエンザのタ

ミフルのような有効な治療薬が普及するとい

うことかなあなんていうように思います。最

近、ゾコーバというのが出て、かかったらす

ぐにタイミングよく飲むと、菌の排出が呼吸

からぐっと減って、周りにそういうようにう

つさない、うつす可能性が下がって、本人も

１日ぐらい早く熱が下がるとかというような

薬なんですが、もっと即効性がありそうな薬

なんかが出てくる。それが普及したりすると

いうのが一番あれなのかなと思うんですが、

なぜ聞くかというと、コロナによって非常に

町行政が影響を受けている。 

   町民生活に非常に影響を受けているので、

それなりに情報収集して、しっかりとどうい

うふうになっていくんだろうという一定のめ

どは、要は関心を持っていかなきゃいけない

だろうというふうに思うんですけれども、町

長ご自身はこの辺について何かこう勉強され

ているとか、何か所感を持っておられるなん

ていうことがあったらお聞かせいただければ

というふうに思います。 

   農地費については、その終末の水位を測る

というふうな今言い方されましたが、全部田

んぼから７ヘクタールの部分からの地域を分

けて、水路が比較的しやすいところとか、そ

うでない、全く田んぼダムしないところとの

比較みたいなことをやられようとするのか、

田んぼそのものの中の水位という意味じゃな

いのかどうかですね。もう一度ちょっと詳し

く教えてください。 

   それから、防災テレホンサービスについて

は、２回間が抜けるといいますか、途中で、

かけてみると、私わざわざ計ったんですけれ

ども、かけると、通話が通じてから６秒ぐら

い何も言わないんです。ピンポンみたいな音

がちょっと入って、あ、つながってはいるん

だと。そこからさらに15秒ぐらい、何も出な

いんですよ。そこから、防災スピーカーでし

ゃべられたようなことがだーっと出てくると

いうので、そのあたりの15秒も、大体みんな

電話切ります。「あれ、何か分かんなくなっ

た」と切っちゃうと思うんですけれども、そ

ういうのでは実用性がちょっとないと言える

んではないか。 

   確認して相手のその誠意にすがると、何と

かしてねというんじゃなくて、条件としてそ

うならないようなものにというふうにすべき

だと。そうでないのであれば、別なシステム

を選ぶとかということまでちょっとしないと、

有効な防災テレホンサービスと言えないんじ

ゃないかなあなんていうふうに思うんですが、

もう一度お聞きします。 

   以上、もう一度お願いします。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 私も、もうここ３年、コロナで

行政も町民の方々も産業界も、いろいろな面

で施設を預かっていらっしゃる方もおるなと。

本当に、木村議員おっしゃるような形で今後

の収束見通しというものは持ちたいのは、同

じ気持ちでありますけれども、そういった意

味で、私もいろいろアンテナは張っています

し、都度都度、聞ける専門家のお話なんかも

お話は伺う機会があれば、話題にしているわ

けですけれども、この場でご披瀝する見解は

持ち合わせいないと。 
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   ただ、いずれにしても、私思っていますの

は、国によっても、このコロナにどう立ち向

かうかということについては差があります。

都会とやはり田舎でも違いますし、世代でも、

世代間でも違います。 

   そういう中で、やはり私としては、町政を

あずかる者として、町民の方々がワクチンを

打つ、あるいは家庭内感染が広がった、ある

いは施設でクラスターが起きた。そういった

とき、少しでも町民の方々に正しく行政とし

て対応できる、可能な限りの情報というもの

を把握しながら、町民の方々に向き合ってい

くということかなというように思っています。 

   私としては、何せ相手は変異しますので、

それが強く変異するのか、弱くなっていくの

か、その辺の見極めもあります。ただ、少な

くとも言えるのは、この３年間で、ワクチン

だったり、あるいは集団免疫の取得だったり、

あるいは特効薬だったり開発も、変異も続い

ていますけれども、それに対する人間の武器

といいますか、どう対処していくかというこ

とも、非常にスピードは上がっていると思い

ます。 

   そういう中で、収束ということはなかなか

見通せないと。ただ、社会活動と経済活動、

暮らしということで言えば、着実にいい方向

に向かっているというふうに承知しておりま

す。 

○漆山光春議長 「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 具

体的な場所というか、どういった形なのかと。

農道で囲まれた、１つ７ヘクタール、真ん中

に排水路がありまして、両側に田んぼがある

と。この排水路の下のほうで水位を測ってい

く。片方はあるもの、片方はないもので、な

るべく隣り合わせがいいというふうな、比べ

るにはということで、なるべくそういった土

地を探してお願いをしていこうというふうな

考えでございます。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 テレホンサービスに関す

るご質問でございます。 

   議員おっしゃるように、やはり無音の時間

が長ければ長いほど、つながっていないと勘

違いして切ってしまう人もいるのではないか

ということは十分理解できます。ましてや、

緊急事態のときに１秒でも早く情報を耳にし

たいと思うのは、人として当然のことであり

ますので、今回の切替えをきっかけに、そう

いった部分を解消できるかどうかというのは

引き続きちょっと確認をしたいと思いますし、

仮に今回、システム上そういった改善ができ

ないとしても、今後の検討課題として引き続

き研究・検討していきたいというふうに考え

ております。 

   以上です。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） コロナによって、大

分生活パターンが変わってしまったと。その

中で、本来引き継ぐべき日常の中のものと、

コロナを口実にやらなくて済んだみたいなそ

ういったものなんかも中にはあるのかも、こ

れやらなくても済むんだみたいなこともある

かもしれないんですが、引き続いてやるべき

そのいろいろなものは、ぜひ意識的に、また、

立ち上げる努力というのは大いに、ちょっと

なかなか大変、一回腰着いてしまうと、もう

なかなか立ち上がらないみたいなのがいっぱ

いあると思うので、そこは行政部門で、具体

的何かってないんですけれども、応援もして

いただくというような心積もりはぜひ必要か

なあというふうに思います。 

   それで、テレホンサービスについては、今

回やってみてまた駄目だったらこの次という

んじゃなくて、今回はもうきっかけですから、

その間がそんなに間が抜けるものって、ちょ
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っとテレホンサービスとしてはなかなか品質

が低いものなので、ぜひこのきっかけに、今

予定しているところが駄目だったら別なとこ

ろも選ぶとかということも含めてやっていた

だきたいんですが、いかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「真木総務課主幹」 

○真木秀章総務課主幹 今回は補正予算案という

ことでお示ししておりますが、こういうこと

で議決いただいたらという前提になろうかと

思いますが、その予算内で、特定の業者に固

執する必要はないというふうに当然思います

ので、ほかに、今やり取りさせていただいた

ような部分での改正を見込む業者が、あるい

はサービスがあるようであれば、そちらのほ

うも念頭に置いて検討していきたいとふうに

思います。 

   以上です。 

○漆山光春議長 以上で10番木村章一議員の質疑

を終わります。 

   次に、「12番細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、私から、

２点お伺いします。 

   まず、第１点は、13ページ、２款１項１目

一般管理費、庁舎費の光熱水費です。600万

円。 

   もちろん新庁舎になってから、様々燃料的

に灯油・重油が電気に変わっているというこ

とは、私も理解をしております。この金額は、

当初予算より今どのぐらい多くなっているの

かというのをまずお聞きします。 

   それから、19ページ、３款１項５目扶助費、

ひとり親家庭等医療給付事業費148万5,000円

です。この内容についてなど、ご説明をお願

いします。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 ２款１項

１目一般管理費で光熱水費、内容としては電

気料でございますけれども、現在の予算の執

行状況というようなことでありますけれども、

年度当初で光熱水費の中で、電気料としては

1,000万程度見込んでいたわけですけれども、

11月分でほぼ同じ程度の使用しているという

ような状況にございます。 

○漆山光春議長 「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 19ページの３款１項５

目のひとり親家庭医療給付事業費のことでご

ざいますが、令和３年度より対象者は増えて

いないのでありますが、10月までの実績を比

較してみますと、令和３年度よりも114.3％

増となっておりまして、この状態でいきます

と、３月まで不足が生じるおそれがあります

ので、今回増額させていただいたところでご

ざいます。 

○漆山光春議長 「細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） ありがとうございま

した。 

   今、庁舎の光熱水費ですけれども、11月現

在で1,000万ぐらいになっているというふう

に話をされました。やはり様々節電対策なん

かもすごく取られておりまして、廊下なんか

は誰もいないと消えていますし、様々なとこ

ろで対策は取られているなあと認識はしてお

ります。 

   この庁舎は屋上にソーラーシステムを使っ

ていらっしゃいますが、この庁舎のソーラー

の電気の割合はどのぐらいほど賄えているの

でしょうか。ちょっとお尋ねをします。 

   それから、ひとり親のほうは分かりました。

結構です。 

○漆山光春議長 「後藤総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 新庁舎に

ついては、屋上に太陽光発電の施設がござい

まして10キロワットというふうな規模であり

ますけれども、データとしては記録されてい

ると思いますが、今ちょっと手持ちの資料が

ございませんので、調べさせていただきたい
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と思います。 

○漆山光春議長 そういう答弁ですので、すぐ出

ないようです。 

   「細矢誓子議員」 

○12番（細矢誓子議員） それでは、後ほど資

料は頂きたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

   このたび町長は、ゼロカーボンを唱えられ

ました。ですので、やはりこのソーラーとい

う電気の電力を増やしていくというのは、や

はりこれからもいろいろなところで考えられ

ることかなと思っておりますけれども、町と

しては、このソーラーをこれから大きくして

いくというお考えはあるんでしょうか、お聞

きします。 

○漆山光春議長 「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 ゼロカーボンの

ことですので、私のほうから説明させていた

だきます。 

   今現在、町のほうでは、太陽光発電、あと

は蓄電池につきまして補助事業を行っている

ところでございます。今年につきましても、

数名の方から申請をいただいているところで

ございます。 

   専門家の方にお聞きしましても、河北町で

一番ゼロカーボンで使いやすいやり方は太陽

光発電ではないかというふうなご意見もいた

だいているところでございます。 

   また、来年度につきましても、また違った

メニューでゼロカーボンに向けた取組を考え

ておりますので、引き続き太陽光と共々、ゼ

ロカーボンに向けて進めていきたいというよ

うに考えております。 

○漆山光春議長 以上で12番細矢誓子議員の質疑

を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第78号令和４年度河北町一般会

計第８回補正予算については原案のとおり可

決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第79号令和４年度河北

町国民健康保険特別会計第２回補正予算につ

いてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第79号令和４年度河北町国民健

康保険特別会計第２回補正予算については原

案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第80号令和４年度河北

町農業集落排水事業特別会計第１回補正予算

についてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 
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   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第80号令和４年度河北町農業集

落排水事業特別会計第１回補正予算について

は原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第81号令和４年度河北

町公共下水道事業特別会計第２回補正予算に

ついてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第81号令和４年度河北町公共下

水道事業特別会計第２回補正予算については

原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第82号令和４年度河北

町介護保険特別会計第２回補正予算について

を議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第82号令和４年度河北町介護保

険特別会計第２回補正予算については原案の

とおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第83号河北町路線バス

の設置及び管理等に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「佐藤まちづくり推進課長」 

○佐藤晃一まちづくり推進課長 議第83号河北町

路線バスの設置及び管理等に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し

上げます。 

   現在設置しております役場バス停を新庁舎

入り口付近に移動することに伴い、河北町路

線バスの設置及び管理等に関する条例第２条

第２項に規定する起点及び終点の所在地を改

正するものであります。 

   条例第２条第２項の表中、北部線の起点

「河北町谷地己56番地２先」を「河北町谷地

戊81番地」に、同じく終点「河北町谷地戊81

番地先」を「河北町谷地戊81番地」に、西部

線の終点「河北町谷地戊81番地先」を「河北

町谷地戊81番地」に、南部線の起点「河北町

谷地己56番地２先」を「河北町谷地戊81番

地」に、同じく終点「河北町谷地己56番地２

先」を「河北町谷地戊81番地」に、東部線の

起点「河北町谷地己56番地２先」を「河北町

谷地戊81番地」に、同じく終点「河北町谷地

己56番地２先」を「河北町谷地戊81番地」に、

東根線の起点「河北町谷地己56番地２先」を

「河北町谷地戊81番地」に、同じく終点「河

北町谷地戊81番地先」を「河北町谷地戊81番
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地」にそれぞれ改正するものであります。 

   なお、この条例は、令和５年４月１日から

施行するものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第83号河北町路線バスの設置及

び管理等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、第84号河北町固定資産評

価審査委員会条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 議第84号

河北町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げ

ます。 

   この条例は、行政手続の簡素化のための押

印の見直し方針により、固定資産の評価に係

る審査手続について押印を廃止するため、制

定するものであります。 

   第６条に定める審査の申出に関し、審査申

出書に係る押印の規定を削除するものであり

ます。 

   第10条に定める口頭審査に関し、口述書に

係る署名押印の規定を削除するものでありま

す。 

   なお、この条例については、その施行日は

令和５年１月１日としているところでありま

す。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第84号河北町固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いては原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第85号河北町職員の定

年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関

する条例の設定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 議第85号

河北町職員の定年延長制度の導入に伴う関係

条例の整備に関する条例の設定についてご説

明申し上げます。 

   この条例は、職員の定年延長の導入に伴う

任用、給与等の取扱いを定めるため、設定す

るものであります。 

   第１条は、河北町職員の公益的法人等への

派遣等に関する条例の一部改正であります。 

   第２条、職員の派遣について、管理監督職

を占める職員の取扱いを定めるものでありま

す。 
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   第２条は、河北町人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例の一部改正であります。 

   第３条、報告事項について、定年前再任用

短時間勤務職員等の取扱いを定めるものであ

ります。 

   第３条は、河北町職員の分限の事由並びに

手続等及び効果に関する条例の一部改正であ

ります。 

   第１条、趣旨について、職員の意に反する

降級を追加するものであります。第１条の降

級に関し、第３条、降級の種類、第４条、降

格の事由、第５条、降級の手続をそれぞれ定

めるものであります。附則は、職員の定年引

上げに伴う経過措置を定めるものであります。 

   第４条は、河北町職員の懲戒の手続及び効

果に関する条例の一部改正であります。 

   第４条、減給の効果について、減ずる額の

取扱いを追加するものであります。 

   第５条は、河北町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正であります。 

   第２条、１週間の勤務時間、第３条及び第

４条、週休日及び勤務時間の割り振り、第12

条、年次有給休暇について、それぞれ定年前

再任用短時間勤務職員の取扱いを定めるもの

であります。 

   第６条は、河北町職員の育児休業に関する

条例の一部改正であります。 

   第２条、育児休業することができない職員

及び第９条、育児短時間勤務をすることがで

きない職員について、管理監督職を占める職

員の取扱いを定めるものであります。第16条

は、定年前再任用短時間勤務職員に係る給与

条例の読替えであります。第19条、部分休業

をすることができない職員、第20条、部分休

業の承認については、それぞれ定年前再任用

短時間勤務職員の取扱いを定めるものであり

ます。 

   第７条は、河北町一般職の給与に関する条

例の一部改正であります。 

   第８条、第15条、第18条、第25条及び第26

条で定める給料及び手当について、それぞれ

定年前再任用短時間勤務職員の取扱いを定め

るものであります。第28条の２は、給与に関

する適用除外について、定年前再任用短時間

勤務職員の取扱いを定めるものであります。

附則は、60歳に達した職員の給与の取扱いを

定めるものであります。 

   第６条に関し、別表第１、行政職給表中、

職員の区分について、「再任用以外」を「定

年前再任用短時間勤務職員以外」と改めるも

のであります。また、別表第２、等級別基準

職表中、５級の職に専門員を加えるものであ

ります。 

   第８条は、河北町技能労務職員の給与の種

類及び基準に関する条例の一部改正でありま

す。 

   第18条の２、定年前再任用短時間勤務職員

についての適用除外として、手当に係る取扱

いを定めるものであります。第19条、勤務を

常勤を要しない職員の給与について、定年前

再任用短時間勤務職員の取扱いを定めるもの

であります。 

   第９条は、河北町企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正であります。 

   第18条の２、定年前再任用短時間勤務職員

についての適用除外として、手当等に係る取

扱いを定めるものであります。第20条、常勤

を要しない職員の給与について、定年前再任

用短時間勤務職員の取扱いを定めるものであ

ります。 

   第10条は、河北町再任用に関する条例を廃

止するものであります。 

   本条例の附則として、第１条は、その施行

日を令和４年５月１日とするものであります。

第２条以下は経過措置について定めるもので

あります。 
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   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第85号河北町職員の定年延長制

度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例

の設定については原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第86号河北町職員の定

年等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 議第86号

河北町職員の定年等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

   この条例は、地方公務員法の一部改正に伴

い、職員の定年延長、管理監督職勤務上限年

齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入す

るため制定するものであります。 

   条例の冒頭に新たに目次及び章名を付する

ものであります。 

   第１条は、趣旨として、地方公務員法の改

正による条文の整理であります。 

   第３条は、定年を65歳とするものでありま

す。 

   第４条は、定年による退職の特例について、

管理監督職を占める職員として引き続き勤務

させる場合の取扱いについて改正するもので

あります。 

   第６条は、管理監督職勤務上限年齢制の対

象となる職員について定めるものであります。 

   第７条は、上限年齢について60歳と定める

ものであります。 

   第８条は、上限年齢設定による降任の基準

について定めるものであります。 

   第９条は、上限年齢の設定による降任及び

管理監督職への任用の制限の特例について定

めるものであります。 

   第10条及び第11条は、降任等に係る異動期

間の延長等の取扱いについて定めるものであ

ります。 

   第12条及び第13条は、定年前再任用短時間

勤務職員の任用等について定めるものであり

ます。 

   附則は、定年の段階的な経過措置及び職員

への情報提供等について定めるものでありま

す。 

   本条例の附則として、第１条はその施行日

を令和５年４月１日と、附則第11条の規定に

ついては交付の日とするものであります。 

   第２条、以下は経過措置等について定める

ものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 
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   賛成全員であります。 

   よって、議第86号河北町職員の定年等に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第87号河北町町税条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「今部税務町民課長」 

○今部憲治税務町民課長 議第87号河北町町税条

例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。 

   河北公共下水道事業の進捗に伴いまして、

都市計画税課税区域を拡大するため、条例の

一部を改正するものであります。 

   別表第２中、新たに課税対象となる区域と

して、谷地字桑ケ原・字沢畑・字高嶋・字根

際、大字岩木字岩木、字童子、大字溝延字内

堀・字楯・字西小路・字西浦・字南・字横

町・字田中・字毘沙門・字八幡小路及び字稲

荷原地内の一部、計123筆を追加し、都市計

画税課税区域を拡大するものであります。 

   附則としまして、この条例は、令和５年１

月１日から施行するものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第87号河北町町税条例の一部を

改正する条例の制定については原案のとおり

可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第88号河北町火入れに

関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「宇野農林振興課長」 

○宇野勝農林振興課長併農業委員会事務局長 議

第88号河北町火入れに関する条例の一部を改

正する条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

   この条例は、行政手続の簡素化のため押印

の見直しにより、森林等への火入れに関する

許可の手続について押印を廃止するため、制

定するものであります。 

   第２条、許可申請に規定されております別

記様式第１号中、申請者の欄にある印を削除

するものであります。 

   なお、この条例については、その施行日を

令和５年１月１日としているところでありま

す。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第88号河北町火入れに関する条

例の一部を改正する条例の制定については原



- 178 - 

案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議員発議第６号河北町議

会委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員発議第６号河北町議会委員会

条例の一部を改正する条例の制定については

原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 日程第２、請願付託案件の常任

委員長報告、採決を行います。 

   厚生文教常任委員会委員長、６番東海林信

弘議員から報告を求めます。 

   「６番東海林信弘議員」 

○６番（東海林信弘議員） 「旧安部権内家」の

土地建物を町で受納することについての請願

について申し上げます。 

   去る12月５日、本会議散会後、委員会室に

おいて、委員全員と事務局から齋藤議事係長

が出席し、説明員として、日下部生涯学習課

長と松田生涯学習係長の出席を求め、委員会

を開催いたしました。 

   請願の趣旨は、県文化財指定に向け活動し

ているが、所有者が県外在住であることによ

り、管理に不安があることなどから、ＮＰＯ

法人で取得してはどうかの話もあるが、取得

に伴う諸経費や取得税などの関係で困難な状

況であり、所有者が町に寄附をしたいとの意

向もあるため、町で受納することを願う請願

であります。 

   委員会では、文化財としての価値や後世に

伝える建築物であること、県内自治体での実

績などを踏まえ、寄附を受領してはどうか、

寄附を受領した場合にどういった活用がされ

るかの議論が進んでいない、委員会としても

活用等について調査をしてから結論を出して

はどうか、現地で建物を見ることも必要では

ないかという意見もあったことから、継続し

て審査をしてはどうかなどの意見が出され、

採決の結果、賛成多数で継続審査とすること

を決定いたしました。 

   以上、ご報告いたします。 

○漆山光春議長 請願第３号「旧安部権内家」の

土地建物を町で受納することについての請願

については、委員長報告では継続審査であり

ます。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本請願を委員長報告のとおり継続審査と決

するに賛成の議員の起立を求めます。 

   （起立多数） 

   賛成多数であります。 

   よって、請願第３号「旧安部権内家」の土

地建物を町で受納することについての請願に

ついては継続審査と決定しました。 

○漆山光春議長 ここで、議長から申し上げます。 

   昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

     休 憩  午前１１時３６分 

     再 開  午後 １時００分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 
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○漆山光春議長 先ほどの議第78号令和４年度河

北町一般会計第８回補正予算に係る審議で、

12番細矢誓子議員の質疑に対する答弁で訂正

したい旨の申出がありますので、これを許可

します。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 先ほど議

決いただきました議第78号一般会計の第８回

補正予算の中で、細矢議員より一般管理費に

ついてご質問があった件でありますが、電気

料金につきまして、私、お答えの中で４月か

ら11月までの電気の使用料金について、主に

1,000万というふうに申し上げましたけれど

も、４月から12月、今月分の見込みを含めて

1,000万というふうなことの誤りでしたので、

訂正させていただきたいというふうに思いま

す。 

   もう一つ、同じく太陽光発電に関するご質

問で、発電量等のお尋ねでありましたけれど

も、１月から発電量といたしましては、太陽

光発電によりまして１万3,000キロワット時

というふうな数字が出ております。この間の

庁舎の電気使用量がおおよそ39万9,000キロ

ワット時というふうなものでありますので、

３％ほどが、その中の３％という発電量があ

るというふうなことであります。 

   以上であります。よろしくお願いいたしま

す。 

○漆山光春議長 日程第３、議員の派遣を議題と

します。 

   採決します。 

   お手元に配付のとおり、議員を派遣するに

賛成の議員の起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議員の派遣については原案のとお

り派遣することに決定しました。 

   ここで議長から申し上げます。 

   議会運営委員会に協議をお願いする事項が

生じましたので、議会運営委員会の開催をお

願いします。 

   議会運営委員の方は、委員会室にお集まり

くださるようお願いします。 

   議会運営委員会が終了するまでの間、暫時

休憩します。 

     休 憩  午後１時０２分 

     再 開  午後１時１２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   新たに議案が提出されましたので、議会運

営委員会に協議をお願いしましたところ、本

日の議事日程に追加して審議、採決を行うこ

ととなりました。 

   お諮りします。 

   議会運営委員会の決定のとおり、本日の議

事日程に追加し、審議、採決を行うことに異

議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本日の議事日程に追加することに

決定しました。 

   これから追加議事日程を配付させますので、

配付が終わるまでそのまま休憩します。 

     休 憩  午後１時１３分 

     再 開  午後１時１７分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

○漆山光春議長 日程第４、閉会中の議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する調査の許

可を議題とします。 

   お諮りします。 

   議長から議会運営委員会に、次期定例会の

会期日程等、議会運営に関する事項及び議長

の諮問に関する調査をお願いしたいと思いま

す。 

   これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 
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   よって、本案については議会運営委員会に

付託することに決定しました。 

○漆山光春議長 追加議事日程第１号に入ります。 

   日程第１、議案の上程を行います。 

   議第９２号 令和４年度河北町一般会計第

９回補正予算について 

   議第９３号 令和４年度河北町国民健康保

険特別会計第３回補正予算に

ついて 

   議第９４号 令和４年度河北町農業集落排

水事業特別会計第２回補正予

算について 

   議第９５号 令和４年度河北町公共下水道

事業特別会計第３回補正予算

について 

   議第９６号 令和４年度河北町介護保険特

別会計第３回補正予算につい

て 

   議第９７号 令和４年度河北町水道事業会

計第１回補正予算について 

   議第９８号 河北町特別職に属する者の給

与等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

   議第９９号 河北町一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

   以上８議案を上程します。 

○漆山光春議長 日程第２、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 本日追加でご提案申し上げてお

ります議案につきまして、提案理由の説明を

申し上げます。 

   最初に、議第92号令和４年度河北町一般会

計第９回補正予算について申し上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出にそれぞれ

2,121万2,000円を追加し、歳入歳出の総額を

113億7,916万1,000円とするものであります。 

   それでは、その内容につきまして、歳出か

ら順を追って申し上げます。 

   まず、人件費につきましては、10月６日に

出されました山形県人事委員会勧告を受けた

県の対応を踏まえ、特別職の期末手当、一般

職員の給与費、会計年度任用職員の報酬等を

増額するものであります。 

   以下、人件費分を除いて申し上げます。 

   ４款衛生費の予防費では、国の第２次補正

予算において、妊婦・子育て家庭に対する経

済的支援に一体的に取り組むための新たな事

業が創設されたことを受け、本年４月以降に

妊娠届や出生届を行った妊産婦に対し、出産

育児関連用品の購入等に要する経済的負担の

軽減として、妊娠時と出産時に各５万円、合

計10万円を給付するための費用を追加するも

のであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   15款国庫支出金及び16款県支出金では、歳

出事業に合わせて増額するものであります。 

   19款繰入金の財政調整基金繰入金では、歳

入歳出全体の調整のため、財政調整基金繰入

金を増額するものであります。 

   以上が、令和４年度河北町一般会計第９回

補正予算の概要であります。 

   次に、議第93号令和４年度河北町国民健康

保険特別会計第３回補正予算について申し上

げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を20

億8,887万6,000円とするものであります。 

   歳出から申し上げます。 

   １款総務費では、山形県人事委員会勧告等

を受けた県の対応を踏まえ、賦課徴収費を増

額するものであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   ６款繰入金では、歳出の増額に伴い、一般
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会計繰入金を増額するものであります。 

   以上が、令和４年度河北町国民健康保険特

別会計第３回補正予算の概要であります。 

   次に、議第94号令和４年度河北町農業集落

排水事業特別会計第２回補正予算について申

し上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ３万

9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

2,995万3,000円とするものであります。 

   歳出から申し上げます。 

   １款事業費の農業集落排水事業費では、山

形県人事委員会勧告を受けた県の対応等を踏

まえた人件費負担金の確定見込みに伴い、水

道事業会計負担金を増額するものであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   ２款繰入金では、歳出を踏まえ、一般会計

繰入金を増額するものであります。 

   以上が、令和４年度河北町農業集落排水事

業特別会計第２回補正予算の概要であります。 

   次に、議第95号令和4年度河北町公共下水

道事業特別会計第３回補正予算について申し

上げます。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ13万

8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を９

億3,234万4,000円とするものであります。 

   歳出から申し上げます。 

   １款公共下水道事業費の総務管理費では、

第94号議案と同様、水道事業会計負担金を増

額するものであります。また、管渠建設費で

は、山形県人事委員会の勧告及び標準報酬月

額の改定等を踏まえ、給与費等を減額するも

のであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   ４款繰入金では、歳出を踏まえ、一般会計

繰入金を減額するものであります。 

   以上が、令和４年度河北町公共下水道事業

特別会計第３回補正予算の概要であります。 

   次に、議第96号令和４年度河北町介護保険

特別会計第３回補正予算について申し上げま

す。 

   今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ２万

5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ25億6,606万8,000円とするものであり

ます。 

   歳出から申し上げます。 

   １款総務費の介護認定審査会費では、第93

号議案と同様、認定調査費等を増額するもの

であります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   ７款繰入金では、歳出の増額に伴い、一般

会計繰入金を増額するものであります。 

   以上が、令和４年度河北町介護保険特別会

計第３回補正予算の概要であります。 

   次に、議第97号令和４年度河北町水道事業

会計第１回補正予算について申し上げます。 

   今回の補正は、収益的収入の予定額につい

て、第１項の営業収益に、農業集落排水事業

会計及び公共下水道事業会計からの人件費負

担金として６万1,000円を増額し、水道事業

収益を５億1,005万9,000円とするものであり

ます。 

   収益的支出の予定額については、第１項の

営業費用に、山形県人事委員会の勧告を受け

た県の対応等を踏まえ、職員及び会計年度任

用職員人件費として31万1,000円を増額し、

水道事業費用を５億361万1,000円とするもの

であります。 

   以上が、令和４年度河北町水道事業会計第

１回補正予算の概要であります。 

   次に、議第98号河北町特別職に属する者の

給与等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について申し上げます。 

   この条例は、山形県の特別職の期末手当の

改定を踏まえ、特別職の期末手当の支給割合

を変更し、0.05月分引上げを行うものであり

ます。 
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   次に、議第99号河北町一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて申し上げます。 

   この条例改正は、山形県人事委員会勧告等

を受けた県の対応を踏まえ、一般職の職員の

給与について、給料表の水準を引き上げると

ともに、勤勉手当の支給する割合を変更し、

再任用以外の職員について0.1月分引き上げ、

再任用職員について0.05月分引き上げるもの

であります。 

   以上、追加提案しました８議案の提案理由

についてご説明申し上げましたが、ご審議の

上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○漆山光春議長 以上で提案理由の説明を終わり

ます。 

○漆山光春議長 日程第３、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。 

   審議の際の議案の朗読は省略したいと思い

ます。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議事の都合上、令和４年度河北町一般会計

第９回補正予算に関する議案について先議し

ます。 

○漆山光春議長 最初に、議第98号河北町特別職

に属する者の給与等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 議第98号

河北町特別職に属する者の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。 

   この改正は、山形県が行う特別職の職員の

期末手当の改定に準じ、議会議員及び町長等

に支給する期末手当の支給割合を0.05月分引

き上げるものであります。 

   第１条は、河北町特別職に属する者の給与

に関する条例の一部を改正するものであり、

公布の日から施行し、令和４年４月１日から

適用するものであります。 

   第４条、給与の額及び支給方法に関し、期

末手当の支給割合について給与条例を引用し

ている条文を改正し、12月の支給について、

「100分の160」を「100分の165」とするもの

であります。 

   次に、第２条は、同じく河北町特別職に属

する者の給与等に関する条例の一部を改正す

るものであり、令和５年４月１日から施行す

るものであります。 

   同じく第４条、給与の額及び支給方法に関

し、令和５年度以降の支給割合について、６

月は「100分の160」、12月は「100分の165」

としていたものを「100分の162.5」とするも

のであります。 

   附則として、この条例は公布の日から施行

するものであり、ただし、第２条の規定は、

令和５年４月１日から施行するものでありま

す。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 
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   よって、議第98号河北町特別職に属する者

の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第99号河北町一般職の

職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 

   「後藤防災・危機管理監兼総務課長」 

○後藤浩防災・危機管理監兼総務課長 議第99号

河北町一般職の職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し

上げます。 

   この改正は、山形県人事委員会の勧告等に

準じ、河北町一般職の職員の給料表の水準及

び勤勉手当の支給割合を引き上げるものであ

ります。 

   第１条は、河北町一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正するものであり、公布

の日から施行し、令和４年４月１日から適用

するものであります。 

   第26条、勤勉手当に関し、その支給割合を、

12月の支給について「100分の92.5」を「100

分の102.5」とするものであります。再任用

職員については、その支給割合を同じく

「100分の45」を「100分の50」とするもので

あります。 

   別表第１、行政職給料表について、初任給

相当号給については4,000円から3,000円引き

上げるなど、若年層が在職する号級に重点を

置き改定するものであります。 

   次に、第２条は、同じく河北町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正するもの

であり、令和５年４月１日から施行するもの

であります。 

   同じく第26条、勤勉手当に関し、令和５年

度以降の支給割合について、6月は「100分の

92.5」、12月は「100分の102.5」としていた

ものを「100分の97.5」に改正するものであ

ります。再任用職員については、支給割合を、

６月は「100分の45」、12月は「100分の50」

としていたものを「100分の47.5」に改正す

るものであります。 

   附則として、この条例は公布の日から施行

するものであります。 

   ただし、第２条の規定は、令和５年４月１

日から施行するものであります。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第99号河北町一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例の制定

については原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第92号令和４年度河北

町一般会計第９回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （９番、10番の通告あり） 

   ９番、10番。落ちありませんか。 

   それでは、「９番丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） 17ページの４款１項２

目の予防費ですけれども、母子保健事業費

928万円の内容をお願いいたします。 

○漆山光春議長 １点ですか。（「はい」の声あ
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り） 

   「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 17ページにあります母子

保健事業費928万、その内容についてでござ

います。 

   先に概要については議員全員協議会のほう

でご説明したとおりなんですけれども、目的

といたしまして、この令和４年度出産・子育

て応援交付金給付事業につきましての目的な

んですが、全ての妊産婦・子育て家庭が安心

して出産・子育てができる環境整備へ向けて、

出産育児等の見通しを立てるための面談や継

続的な情報発信等を行うことを通じて必要な

支援につなぐ伴走型相談の相談支援の充実を

図るとともに、妊娠届や出生届を行った妊産

婦に対し、出産育児関連用品の購入や子育て

支援サービス利用に充てる費用を給付し、経

済的負担の軽減を図るものが目的でございま

す。 

   対象となる人、助成の金額でございますが、

平成４年４月１日から平成４年12月31日まで

の期間……、すみません、令和です。申し訳

ありません。令和４年４月１日から令和４年

12月31日までの期間に出生し、令和５年１月

１日時点において、本町に住民登録されてい

る者がまず一つのくくりとしてございます。 

   ２つ目としては、令和５年１月１日から令

和５年３月31日までの期間に出生し、本町に

出生後最初の住民登録された者というふうな

ことで、ここまでが２つ目のくくりでござい

まして、この２つのくくりの方につきまして

は、出生時の５万に併せて妊娠時の５万を遡

って支給をさせていただきます。 

   あと、３つ目といたしましては、令和５年

１月１日から令和５年３月31日までの期間に

妊娠届出を行った者ということで、この方に

つきましては、年度内に妊娠時に５万円を給

付するというふうな内容でございます。 

   この施行の月日については、令和５年１月

１日であります。 

   あとは、財源については、国が３分の２、

あと県が６分の１、地方、町の負担が６分の

１というふうなことでございます。 

   以上でございます。 

○漆山光春議長 「丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございます。 

   全協でもお伺いしたんですけれども、非常

に、町長の提案理由にもありましたとおり、

国の経済的支援で一体的に取り組むための新

たな事業創設ということで、大変いいことだ

なというふうに思っております。 

   全員協議会でも話されていたようですが、

ちょっとメモをしなかったんで聞きたいんで

すけれども、先ほどおっしゃいました令和４

年４月から12月までの出産の現在出産した人

数と、それから令和５年１月から３月に出産

予定の方ですよね、妊娠届をされている方の

人数お聞きしたいんですけれども。 

   それから、あとは令和５年１月から３月の

妊娠届出はこれからですので未定ということ

で、多くの方から届出があるように思います

が、ここをまずお願いいたします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 令和４年４月から10月い

っぱいになりますが、10月いっぱいまでで41

名なんですが、それに11月が８名おりますの

で、49名が現在生まれておるお子さんでござ

います。 

   １月以降の予測というふうなことにはなる

んですが、全員協議会のところでもお話はい

たしましたが、昨年度の１月から３月生まれ

のお子さんの人数を下回らないぐらいの金額

を想定しているところでございます。 

○漆山光春議長 「丹野貞子議員」 

○９番（丹野貞子議員） ありがとうございます。 

   そうしますと、昨年は全部で73名でしたっ
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け、生まれた数。出生率ですか、出生された

方ね。そこに追いつくには、今50人だから20

人ぐらい期待したいところですけれども、こ

れはこれで期待するところなんですが、ちょ

っと予算とは関係ないんです、全く直接では

ないんですけれども、今、町で令和３年度か

ら、地域とともに健やかに暮らせる町という

ことで、かほく安心子育て応援事業をやって

いますけれども、そうしますと、今年のこの

該当者の方は、町からの経済、出生時に10万

円というお祝い金を出しているんですけれど

も、これは国よりも先駆けてうちの町はすば

らしいことをしたなというふうに思って喜ん

でいるんですけれども、町長、今後、この国

の支援と町の支援と、これを一緒にやってい

ただきたいと思うんですけれども、どうでし

ょうか。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 今回の国のほうの制度というの

は、先ほどの提案理由でも述べましたが、妊

娠から出産時の切れ目ない支援という中で、

妊娠、出産にかけての経済的負担、これを軽

減する、そういった趣旨で国が制度化に踏み

切った大きな施策であるというふうに思って

います。 

   町として先行して、切れ目ない支援という

ことで、出生時に10万円、そして小学校、中

学校、さらに今年度からは高校生まで、４つ

のポイントを置いて、切れ目のない出産、進

学、そういった子育て支援ということで応援

給付金をスタートさせたということでありま

す。 

   この制度を受けて、来年度以降どうするの

かということですけれども、これは、来年の

当初予算の編成に向けてしっかり考えてまい

りますけれども、基本的にはその趣旨、こち

らのほうは負担軽減、そして応援ということ

ありますので、よりよい河北町での子育て応

援の制度として継続していくのか。 

   予算額を減らすというような趣旨じゃなく

て、そのポイントとか、交付とか、その辺も

う少し制度的に工夫を加えたほうがより子育

て支援につながるかどうかという視点からは、

検討はさせていただきたいというように思っ

ています。 

   ただし、これまで町として単独で応援して

きた趣旨、それは引き継いでいきたいという

ように考えております。 

○漆山光春議長 以上で９番丹野貞子議員の質疑

を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 一般会計第９回補正

の歳出、16ページ、４款１項２目、今質疑あ

ったところでありますが、この国が主となっ

て行われる出産・子育て応援交付金は、今後、

継続して実施されるものと見込んでいいのか

どうか。 

   伴走型などという説明がありますので、１

回こっきりのものではないというふうな言い

回しでありますが、一応どんな見通しか、お

聞きしておきたいと思います。 

   それと、今議論あった町独自の子育て応援

支援金とのその重複なども含めて、町の場合

は出産のところからスタートするんですけれ

ども、国の場合はその前の妊娠してからの諸

経費とかそんな部分も応援していくという点

では、少し違うところもありますので、その

辺うまく生かしていただけて、私もぜひ重複

して支給すると。ほかよりも河北町が一歩進

んでいるところはそのままぜひ生かしてやっ

ていただきたいということを思いますので、

もう一度そのことについて、どんなお考えか

お聞きしたい。 

   あと、それぞれの支給のタイミングは、町

の子育て応援支援金と、こちらのほうの支給

のタイミングはどんなふうになっていくのか
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ですね。ちょっとお聞きしておきたい。 

   以上、お聞きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 今回の国の出産・子育て

応援交付金に関しましては、中身的には、妊

娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相

談に応じ、様々なニーズに即した必要性、必

要な支援につなぐ伴走型の相談体支援を充実

しながら、経済的支援を一体として実施する

事業というふうな大きな目的がございます。 

   その目的によって創設された事業というふ

うなことで、現在の入っている情報で申し上

げますと、これを継続的に実施していきたい

というふうなところで入っておりますので、

これに関しては、当然継続されるものという

ふうに認識をしておるところでございます。 

   あと、町の独自の支援事業との兼ね合いの

ことでございますが、先ほど町長のほうから

も申し上げましたが、もちろん目的の意味合

い的なもの、それぞれの類似性、そういった

ものをトータル的に当初予算の中で検討して

いくべきかなというふうに思っておるところ

でございます。 

   あと、支給のタイミングというふうなこと

でございますが、まず妊娠届については、通

常、妊娠届は大体９週から10週程度の安定し

たら届出されるというふうに認識しておりま

す。そうしますと、それを基に早速、支給の

手続はできるというふうに、まずそのタイミ

ングでは、妊娠についてのタイミングではそ

のような状況かなと思います。同時に、町で

も母子手帳を交付するというふうなことだと

思います。 

   あと、出生については、生まれたときの情

報がもちろん町のほうでも分かりますので、

そうしたら速やかにというふうなことでは言

えると思うんですが、やり方については、こ

れから詳しいことの説明会が、具体的な説明

会があるというふうに、12月の中旬以降にあ

るというふうに聞いておりますので、その中

で示されるのではないかなというふうに思っ

ておるところでございます。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 今年度に限ってを言

うと、その出生時には町からの支援金と、そ

れからこの交付金はダブって支給されるとい

うふうに考えていいのかどうかについてお聞

きします。 

○漆山光春議長 「矢作健康福祉課長」 

○矢作勲健康福祉課長 令和４年度につきまして

は、もともとありました町の独自の出産、正

式名称で言いますと「かほく安心子育て応援

事業給付金」が町の正式の名称でございます。

そちらの出産については、もう既に10万円出

ておりますので、その方については上乗せし

た形で10万円というふうな形で令和４年度に

ついては上乗せというふうな考え方でよろし

いかなと思います。 

○漆山光春議長 「木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） こういう制度は、そ

の年度だけダブって頂いて、その次の年にな

ったら額が減ったとかは、なかなかしづらい

ものでもあろうと思いますので、ぜひ河北町

はより熱心に子育てを応援しているという町

に認識されるような取組を期待したいと思い

ます。質疑終わります。 

○漆山光春議長 以上で10番、木村章一議員の質

疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 
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   賛成全員であります。 

   よって、議第92号令和４年度河北町一般会

計第９回補正予算については原案のとおり可

決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第93号令和４年度河北

町国民健康保険特別会計第３回補正予算につ

いてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第93号令和４年度河北町国民健

康保険特別会計第３回補正予算については原

案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第94号令和４年度河北

町農業集落排水事業特別会計第２回補正予算

についてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第94号令和４年度河北町農業集

落排水事業特別会計第２回補正予算について

は原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第95号令和４年度河北

町公共下水道事業特別会計第３回補正予算に

ついてを議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第95号令和４年度河北町公共下

水道事業特別会計第３回補正予算については

原案のとおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第96号令和４年度河北

町介護保険特別会計第３回補正予算について

を議題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 
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   賛成全員であります。 

   よって、議第96号令和４年度河北町介護保

険特別会計第３回補正予算については原案の

とおり可決しました。 

○漆山光春議長 次に、議第97号令和４年度河北

町水道事業会計第１回補正予算についてを議

題とします。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （「なし」の声あり） 

   質疑なしと認めます。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （起立全員） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第97号令和４年度河北町水道事

業会計第１回補正予算については原案のとお

り可決しました。 

○漆山光春議長 ここで、町長から発言を求めら

れておりますので、これを許可します。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 本定例会の閉会に当たりまして、

一言お礼を申し上げます。 

   議員各位には、師走の大変お忙しいところ、

12月５日、本定例会を招集いたしましてから

本日までご審議賜り、厚くお礼を申し上げま

す。 

   審議の中で議員の皆様からいただきました

貴重なご意見、ご提案等につきましては、行

政運営に反映されるよう努力してまいります。 

   コロナとの闘い、物価高騰、引き続き厳し

い暮らし・経済の状況下にはございますが、

実効ある予算執行に努め、対応してまいりま

す。 

   議員の皆様にはご自愛いただきまして、町

勢の発展と住民福祉向上のため、今後ともご

指導賜りますようお願い申し上げます。 

   明年が希望に満ちた年となりますことをお

祈りし、お礼の言葉とさせていただきます。 

   ありがとうございました。 

○漆山光春議長 以上で本定例会に付議されまし

た事件は全て議了しました。 

   これをもって令和４年12月河北町議会定例

会を閉会いたします。 

   長時間にわたり、大変お疲れさまでした。 

午後１時１７分  閉 会 
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